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○議長 玉城 勇君 これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとお

りであります。 

 

開議（午前10時00分） 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長 玉城 勇君 日程第１．会議録署名議員の指

名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第

127条の規定によって11番 宮城清政議員、12番 赤嶺

奈津江議員を指名します。 

 

日程第２．一般質問 

 

○議長 玉城 勇君 日程第２．一般質問を行います。

それでは、通告書のとおり順次発言を許します。９番 

金城好春議員。 

 

〔金城好春議員 登壇〕 

 

○９番 金城好春君 おはようございます。今定例会

の一般質問初日、トップバッターの名を預かりました。

大きな項目２点質問いたします。よろしくお願いいた

します。まず１点目、新型コロナ感染症対策について

お伺いします。（１）65歳以上のワクチン接種率は何％

終了しているか。（２）65歳以上のワクチン接種は７月

中までには終了するか。（３）65歳未満のワクチン接種

はいつから始める予定か。（４）65歳未満のワクチン接

種方法を60代、50代、40代と年齢の高い順にできない

か。（５）防災無線で再度、コロナ感染症対策を町民に

呼びかけることはできないか。 

 大きな項目２番目に行きます。津嘉山北土地区画整

理事業についてお伺いします。（１）本部公園線の歩道

と本部公園線と津嘉山西線との区間の歩道を早急にア

スファルト舗装できないか。（２）町道83号線は仲里マ

ンション近くで工事が進んでいるがどんな工事か。（３）

今、町道83号線は車の直進はできなくなっているが、

工事が済んだ後はまた元のように直進できるようにな

るか。（４）町道83号線は県道128号線みたいに迂回路

になるのか。以上２点お伺いします。よろしくお願い

します。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 おはようございます。では質

問事項１点目の新型コロナウイルス感染症対策の（１）

から（４）までは関連しますので一括してお答えしま

す。６月13日までに17回の集団接種を実施し接種率は

１回目接種が34.4％。２回接種者が13.3％です。７月

中で終える接種計画で取り組んでおります。64歳以下

の接種については７月下旬頃から開始できる見込みで、

年齢層での区分や保育園や介護施設、障害者施設等の

従事者及び透析患者等への優先接種を検討していると

ころです。 

 （５）についてお答えします。防災無線でのコロナ

感染症対策は今後も適宜行ってまいります。 

 質問事項２点目、津嘉山北土地区画整理事業につい

ての質問（１）についてお答えします。まず、本部公

園線の工事箇所については、本年度は交差点部分を予

定しており、歩道のアスファルト舗装については次年

度取り組みます。ご質問の本部公園線と津嘉山西線と

の区分については本年度で対応したいと考えておりま

す。 

 （２）についてお答えします。工事内容は道路改良

工事です。主な工種は排水工、アスファルト舗装工事

です。 

 次の（３）と（４）については、関連しますので一

括してお答えします。工事完了後は元のように直進で

きるようになりますが、工事完了までの間は迂回をお

願いすることになります。以上であります。 

○議長 玉城 勇君 ９番 金城好春議員。 

○９番 金城好春君 ありがとうございました。ワク

チン接種については計画どおり進んでいるということ

を理解しました。それで１点だけ質問いたしますけれ

ども、定例会初日に町政一般報告の中で町長のほうか

ら、65歳以上の高齢者への集団接種は今現在2,040名、

そのうち600名の方が２回目接種を終了しているという

報告がありました。この今日の答弁の中の34.4％は、

町政報告の2,040名の数字で理解していいかどうかお願

いします。それよりまた人数の上乗せがあるかどうか。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 金城好春議員のご質

問にお答えします。町政一般報告では６月８日の時点

でしたので、その後６月13日までに１回目接種の方に

つきましては2,769人、729人増えております。以上で

す。 

○議長 玉城 勇君 ９番 金城好春議員。 

○９番 金城好春君 もう１点お伺いします。電話予

約をして、大体平均何日後に接種に行けるのか。それ

をお聞きしたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 お答えします。電話

受付時の状況により大体の目安、例えば何週間後にで
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きますよというのはございません。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ９番 金城好春議員。 

○９番 金城好春君 この接種が始まった当初は何回

電話をしてもつながらないという町民からのお話があ

りました。今は落ち着いているのでしょうか。そこの

ところをお尋ねします。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 ４月に第１回目の予

約受付時は1,560人受付のために電話が殺到しまして大

変つながりにくい状況がございました。２回目５月に

入りましては、ネット予約と電話の台数も増やして対

応したことから、滞りなく２回目の予約もできたと思っ

ています。現在は予約等に関してはつながりにくいと

いう状況はなく、随時電話はつながる状態になってお

ります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ９番 金城好春議員。 

○９番 金城好春君 では、予約はスムーズに行って

いるということを理解しました。安心しました。それ

でこの町政一般報告の中にもありましたホームページ

やＬＩＮＥを活用し、新型コロナウイルスに関する情

報は随時発信していると。それから防災無線により国、

県の動向、外出、自粛、マスク、手洗い等の徹底を呼

びかけておりますという報告がございました。しかし、

私の住んでいる津嘉山区ですが、１か月前からほとん

ど聞こえないんです。全町防災無線の点検が必要じゃ

ないかと思うんですが、点検はされているのでしょう

か。お伺いします。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。実は、

ちょっとおわびしなければいけないんですけれども、

津嘉山地区の仲仕毛公園付近に設置している防災無線

のほうが先月14日頃ですか、区長のほうからご連絡が

ありまして、故障しているということがあって、すぐ

に担当のほうが行って確認しているところです。です

ので、業者のほうに確認していただいたところ、ちょっ

と基盤の故障があって、その修繕に半導体が使われて

いるということで、こちらのほうが大体４か月ぐらい

かかるということで連絡を受けているんですけれども、

どうにか防災無線の目的ということで、今メーカーの

ほうに、メーカーが所有している点検用とかそういっ

たものを仮に一時的に借りて対応できないかというこ

とで調整を進めているところであります。 

○議長 玉城 勇君 ９番 金城好春議員。 

○９番 金城好春君 はっきりは覚えていませんけれ

ども、津嘉山は五、六機ぐらい設置されていると思い

ますが、ここの仲仕毛公園だけの防災無線だけが故障

しているということでよろしいですか。ほかの防災無

線は正常どおり作動していますか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。現在、

報告を受けているのはこちらの防災無線だけとなって

おります。 

○議長 玉城 勇君 ９番 金城好春議員。 

○９番 金城好春君 全自治会はどうでしょうか。点

検済みですか、ほかの自治会は。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。全体で、

こちらだけの故障となっております。 

○議長 玉城 勇君 ９番 金城好春議員。 

○９番 金城好春君 分かりました。ありがとうござ

います。早めの修理ができることを要望しておきます。

コロナ感染症対策については終わります。 

 ただいま同僚議員からご指摘がありましたので、先

ほどの答弁を訂正いたします。大きな項目の２番目の

（４）、県道128号線みたいに迂回路になるのか。これ

は削除ということでよろしくお願いします。 

 本部公園線と津嘉山西線との区間の歩道のアスファ

ルト整備ですね。今、本部公園線は建築ラッシュみた

いにどんどん建物が建ってきているんです。その中に

同建設も小規模ですけれども出来上がっております。

それと今、健康ブームでウオーキングする町民が増え

てきているわけです。それで70代の方が本部公園線の

歩道を歩いているときに、年から年中ぬかるんでいる

んです。それでスベって転んだという報告がありまし

て、早めにアスファルト舗装はできないかというお話

がありまして、前回も取り上げましたけれども、また

再度取り上げることにしました。あれはこの枝番、前

も指摘されましたけれども、街区の番号があるという

ことで、それを呼んでいるということだったんですが、

それを教えていただけますか。本部公園線から津嘉山

西線につながる道路ですね。 

○議長 玉城 勇君 区画下水道課長。 

○区画下水道課長 山城 実君 お答えいたします。

本部公園線から津嘉山西線に向かう道路は、９－９－

10という番号がついております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ９番 金城好春議員。 

○９番 金城好春君 ありがとうございました。最初

の答弁の中にありました、その９－９－10の街路は今

年度中にアスファルト舗装するということでよろしい

ですか。 

○議長 玉城 勇君 区画下水道課長。 

○区画下水道課長 山城 実君 お答えいたします。
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今年度中に舗装いたします。 

○議長 玉城 勇君 ９番 金城好春議員。 

○９番 金城好春君 ありがとうございます。じゃあ、

この大きな道路の本部公園線はまた来年中に整備する

ということでよろしいですか。 

○議長 玉城 勇君 区画下水道課長。 

○区画下水道課長 山城 実君 次年度に向けて取り

組んでまいります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ９番 金城好春議員。 

○９番 金城好春君 ありがとうございます。早めの

整備をお願いします。 

 それから町道83号線はまだ工事の途中であるという

ことをお伺いしましたので、また元のように通行でき

るということをお伺いしましたので安心しました。私

の一般質問はこれで終わります。ありがとうございま

した。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前10時20分） 

再開（午前10時22分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 通告書のとおり順次発言を許します。８番 照屋仁

士議員。 

 

〔照屋仁士議員 登壇〕 

 

○８番 照屋仁士君 それでは一問一答で質問させて

いただきますのでよろしくお願いいたします。まず大

きな１点目、安心・安全な遊び場をであります。長引

く新型コロナの影響により、不要不急の外出が制限さ

れるとともに、飲食店の休業や時短営業などが続いて

います。現在も緊急事態宣言下ではさらに施設の閉鎖

や部活動の自粛など、子供たちは心身共に疲弊をして

いるのではないでしょうか。そのような中で三密を避

けて、子も親も楽しく遊べる公園は本当に大事な役割

だというふうに思います。しかしながら、３月25日に

宮古島市で起こりました公園遊具の事故を引き合いに、

南風原町のほうは大丈夫かという町民の方から指摘を

受けました。南風原町では特に目につくといった現状

は感じられませんが、やはり他市町村において老朽化

した遊具がロープを張られたり、貼り紙がされたまま

になっているケースも見られますので、改めて本町で

の状況を確認したいと思います。（１）南風原町内には

何か所、何基の遊具（健康遊具を含む）があるか。（２）

場所や用途、管理者が違うと思うが、それぞれどのよ

うに管理されているか。（３）公共管理の遊具はもちろ

ん、地域や事業所が管理する遊具なども適切に管理す

るよう呼びかけしてほしいがどうか。よろしくお願い

します。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 質問事項１点目の安心・安全

な遊び場の（１）についてお答えします。都市公園施

設には、黄金森公園に19基、宮城公園に18基、本部公

園に12基、神里ふれあい公園に５基、ウガンヌ前公園

に４基、新川公園に12基、合計70基の遊具があります。

学校施設には、南風原小学校８基、津嘉山小学校14基、

北丘小学校10基、翔南小学校11基、南風原幼稚園８基、

津嘉山幼稚園７基、北丘幼稚園８基、翔南幼稚園６基、

合計72基となっております。保育所には、宮平保育所

に６基あります。 

 （２）についてお答えします。都市公園の遊具につ

いては、月１回の職員による点検と年に１回の有資格

者による点検を行っています。また、学校施設の遊具

については、学校安全教育計画に沿って学校職員によ

る点検月１回、有資格者による点検は年に１回行いま

す。宮平保育所の遊具については、職員による月２回

の安全点検と記録管理、年に一度沖縄県による指導監

査で確認も行っています。 

 （３）についてお答えします。都市公園施設で行っ

ている簡易的な日常点検マニュアルを施設管理者に提

供してまいります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 まず１点目ですけれども、それ

ぞれ町の管理する公園や施設についてお答えいただき

ましたが、トータルすると15か所148基の遊具が設置さ

れているというふうに読み取れますが、それでよろし

いですか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 議員おっしゃる

とおりでございます。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 この答弁から読み取ると、内容

的には南風原町が管理している公園、また学校、そう

いったものに答弁いただいています。それで子供たち

はどこで遊ぶか制限はありませんので、例えば自治会

とか保育園などの事業所ですね、そういったところが

管理している遊具については把握しているかどうか教

えていただけますか。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。自治

会が管理する遊び場及び遊具施設については、こちら

は平成30年４月現在の状況でありますが、町内52か所

にブランコや滑り台等102基が設置されております。ま
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た公立保育所以外の保育所及び学童の遊具等の設置状

況は把握しておりません。以上でございます。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 状況についてはお答えいただき

ました。ありがとうございました。 

 （２）に移りますが、この場所や用途について、遊

び場、公園に限らず、広場や緑地なども含めてですが、

こういった町が管理するもの、そしてまた民間が管理

するもの両方ありますけれども、そういった遊具また

遊び場を管理するような法律や規定、国、県、町それ

ぞれにまたがりますけれども、そういったものがある

のかどうか教えていただけますか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。現在、都市公園については都市公園法というのが

ございまして、それによりますと、都市公園法の都市

公園の維持及び修繕に関する技術的基準により行うこ

とになっております。遊具の規定については、遊具の

安全に関する基準とか、あとは公園施設の定期点検に

関する基準等が定められております。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 遊具など保育園関係にお

いては、教育・保育施設等における事故防止及び事故

発生時の対応のためのガイドラインに基づき事故防止

の取組が示されております。学童においても、放課後

児童クラブ運営指針解説において申し上げました保育

園の内容を同様に参考することとされております。以

上でございます。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 今、お答えいただきました国に

よる法律とか規定、そしてまたそれぞれの保育施設、

学童などの内部規定取決めによって、それに準じてさ

きに答弁をいただきました点検とか、そういったもの

が行われている。そのように理解しますが、それでよ

ろしいですか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 議員おっしゃる

とおりでございます。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 （３）に移りますが、公共の遊

具はもちろん、地域や事業所が管理する遊具など、適

切に管理してほしいというところがこの大問の趣旨で

あります。答弁ではマニュアル等をそれぞれの管理者

に示していただくということですけれども、先日の補

正予算でもありましたが、南風原町では遊び場及び遊

具設置補助金等があって、区長会でも説明されたと聞

いております。具体的には今回の補正予算でも予算が

計上されていますが、その対象とか予算、これまでの

実績について少しどうなっているのかどうかご紹介い

ただけますか。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。自治

会が設置する遊具等を新設及び修繕、また並びに遊び

場の用地に供するため、土地を賃借した場合に補助を

行っておりまして、例年自治会からの申請に応じて補

正予算で対応をしております。実績としては平成30年

度が５件の申請で80万8,108円、令和元年度は１件の申

請で９万6,000円、令和２年度は３件の申請で157万

1,000円の実績となっております。以上でございます。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 今、この地域管理をするような

遊具の補修とかにも使えるような予算についてもご説

明をいただきました。この金額で見ると現状の申請に

合わせて地域の要望に応えている。そういうふうに理

解しますけれども、それでよろしいですか。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。議員

質問のとおりでございます。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 この質問の趣旨は、先ほども

言ったとおり遊具によって事故とかそういったものが

起こらないように気をつけてほしいというのが大きな

趣旨であります。それに併せて町の管理、そして地域

や事業所といった民間の管理、それも両方にまたがる

にしても、管理者が違っていても子供たちの安全・安

心を届けてほしい。それをまた促してほしい。そういっ

た趣旨で質問をしております。この公園においても、

たしか十数か所、地域のほうにも指定管理とかそういっ

たものがされているところもあります。また指定管理

以外のところもありますので、そういった部分でも、

やはり子供たちの安心・安全の環境に配慮してほしい

という趣旨であります。私も先日、ウガンヌメー公園

のほうに、何とか人がいない公園を探しながら、子供

たちに少しの時間ですけれども、遊ばせようとしてい

ますけれども、ウガンヌメー公園では以前からトイレ

横のベンチなどが閉鎖されていましたが、併せてバス

ケットコートまでが今閉鎖されている状況にあります。

地域の事情ですので、管理体制がどうなっているのか

分かりませんけれども、そういった指定管理の場所で

あっても大変であれば、また町が引き取って、その適

正な使用ができるような配慮もご検討いただけたらと

思うわけですけれども、その辺についてはどうお考え
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でしょうか。教えてください。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。ウガンヌ前公園については、もともと自治会のほ

うで、場所が行事等を行う広場として利用されていた

場所でもあります。自治会としても継続して指定管理

を受けたいという要望でもあります。今後は議員がおっ

しゃるとおりいろんな事情がありまして、騒音とか、

飲食を伴うものがベンチで行われたり、あとはバスケッ

トリングについては使用の音が鳴るとか、ちょっと敏

感な方がいらっしゃるとか、地域の事情もあるかもし

れませんが、自治会としましては、継続して指定管理

を受けたいという状況にあります。今後は、そのよう

な相談も受けておりますので、施設の利用方法につい

て自治会と協議してまいりたいと思っております。以

上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 大切な憩いの場ですので、それ

ぞれ地域の実情に合わせて、安全で安心で、そしてま

た地域と一緒に共有できるような公園、遊び場づくり

に今後とも努めていただきたいと思います。 

 次に大きな２点目に移ります。役場庁舎の省エネ、

適正管理の徹底をというところです。二酸化炭素排出

量２分の１を目指すとして、庁舎空調更新工事約２億

8,000万円弱が予定をされています。３月議会で即決さ

れた令和２年度の補正予算ですけれども、詳細につい

てはなかなか示されていなかったので確認をさせてい

ただきたいと思います。（１）省エネ効果は数値で見え

る化し、残業時への対応含め、適正管理を目指した工

事にしてほしいがどうか。（２）以前、私も一般質問で

提案をいたしました「電力入札」について対応してほ

しいがどうかお答えいただきます。（３）これだけ大き

な工事ではありますけれども、地元業者への優先につ

いてはどのようになされたか教えていただければと思

います。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 では質問事項２点目の役場庁

舎の省エネ、適正管理について。（１）についてお答え

します。役場庁舎の空調システム更新工事については、

空調や照明等の使用電力等のデータを集計・分析し、

電力消費量の管理ができるシステムの導入を予定して

おります。 

 （２）についてお答えします。電力入札については、

入札を実施し令和３年４月から、おきなわコープエナ

ジーと電力の契約を行っております。 

 （３）についてお答えします。プロボーザル方式で

公募を行っており、応募要件へ構成員及び下請け業者

として１社以上の町内業者を構成員とすることを定め

公募を行いました。以上であります。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 それでは再質問に移ります。答

弁では、この電力、空調や照明のデータが集積、分析

される新しいシステムになるということですけれども、

やはり町民の皆さんにどう示すかという視点で、消費

電力についてどう変わっていくのか。または、これは

工事終了後になると思いますけれども、量ですとか金

額で試算されるべきと思いますけれども、どのように

示されるか教えていただけますか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。空調の

整備後のエネルギー使用料は、整備前と比べて55.4％、

経費の削減額としては約760万円の削減を目標としてお

ります。また、エネルギーの使用状況を把握するため、

空調、ポンプ、照明ごとに使用料、データの集積、収

集、あと分析等が可能になる設備を導入しますので、

エネルギーの見える化が可能となります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 今、目標値だと思いますが、そ

の予定の削減量55％、760万円という数値を示していた

だきました。工事の後も、やはり年間でトータルして

とか、電力の量にもよりますよね。総量が変わればも

ちろん金額が変わりますので、そういった時点で、や

はりこれだけ大きな事業、また何十年に１回という事

業ですので、しっかりとその差を見える化して、その

有効性について示していただきたいというふうに思い

ますが、目標値だけじゃなくて、結果についても示し

ていただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょ

うか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。今、ご

質問にあった運転のデータにつきましては、補助事業

を導入する際の条件としまして、導入後３年間は環境

省への二酸化炭素の排出量と電気量削減についての報

告義務がありますので、こちらの結果については皆様

にご報告できるかと考えております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 今ＳＤＧｓも含めて、何とか継

続可能な環境への取組、電力への取組というのは必要

なことだと思います。またこの指摘、私から提案を行っ

た際には、町民の皆さんからは残業時など、夜間とか

休日も含めて役場の状況はどうだという指摘もあった

ところです。ですので、より効率的な電力の配置、電
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気の位置とか、机の並び方、いろいろ計画できると思

いますけれども、効率的な配置であったり、また時間

帯による電力使用量など、そういった適正管理につい

ても努めていく。また目指していく。そのようなこと

が私は求められますし、実施をしていってほしいと。

これは2020年の12月の議会でも答弁されていますが、

新電力スマートメーター化による改善が計画されると

いうことでいただいていますが、今言ったような趣旨

で取組が進められてほしいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。今、議員おっ

しゃったとおりエネルギーの適正化にしっかりと努め

ていきたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 次に移ります。 

 電力の入札ですけれども、早速今年の４月から行わ

れているというふうにあります。今後、様々なエネル

ギー電力の供給体制についても非常に取組としては広

がっていくものかと。また庁舎だけじゃなくて、様々

な町の管理施設、学校とかそういう教育機関も含める

と広がりがあるのかというふうに思いますが、この電

力入札の状況について、どういった契約なのか、少し

補足して教えていただきたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。今回入札し

たのは、庁舎を含めてちむぐくる館給食センター等々、

12の施設を一括で入札しております。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 入札については12の施設という

ことですけれども、これは単価契約とかになるんです

か。何社ぐらい応募されたのでしょうか。どういった

契約内容かも含めて教えていただけますでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。入札に

関しては５社指名しております。単価契約での入札と

なっております。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 これによって従来とどれぐらい

変わったのか、どういった点が改善が期待されるのか

教えていただきますか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。こちらに関

しては、使用料ですね。料金のほうが令和２年の実績

と全く同じ数字であれば、金額的に約630万円の削減が

図られます。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 ありがとうございます。630万

円、かなり大きな数字です。電気の状況というのは全

然違うと思いますけれども、非常に前向きな取組だと

いうふうに評価したいと思います。 

 次に少し話を戻して、先ほどの庁舎空調工事ですけ

れども、３点目です。地元業者の優先として１社以上

構成員とすることですけれども、契約については国の

認定を受けているけれどもというような説明がありま

したけれども、大きな工事ですので、このプロポーザ

ルの段階では構成員及び下請業者も入れるようにとい

うことですけれども、結果としては、地元業者もしっ

かりと関わって一緒に工事ができる。そういった状況

になっているというふうに理解してよろしいですか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。ＪＶの

構成の中に町内業者１社、下請のほうにも町内業者が

１社が構成員となっております。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 ありがとうございます。やはり

何十年に１回の大きな事業ですので、やはり地元業者

にもしっかり関わっていただく、そういった配慮もさ

れたというふうに理解いたします。 

 次に３点目の質問に移ります。アカミネ正之町長の

政治姿勢を問う、②であります。去る３月議会の一般

質問で町民の皆さんに代わって、町長の政治姿勢につ

いて質問をいたしました。私にとっても聞きづらい質

問などもありましたが、町長自らお答えをいただき感

謝をしております。その反響もありまして、さらに掘

り下げて聞けないか、そういった要望もありますので、

大変恐縮ではありますが、今回も質問をさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いします。（１）未達成の

公約は何か。（２）自身の行政運営、政治姿勢をどう評

価するか。（３）財政健全化とコロナ対策、コロナ禍か

らの復旧、復興にどう取り組んでいくか。（４）町長は

財政健全化のために自ら給与カットを行ってきた。他

の自治体では退職金を辞退する首長もいると聞く。退

職金を受け取るか。（５）県政、国政をどう評価するか。

（６）今後行われる各種選挙において、どのように行

動するか。以上お願いします。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 お答えいたします。質問事項３

の（１）未達成の公約は何かというご質問でございま

すけれども、「待機児童ゼロ達成」など、未達成の公約

は幾つかありますが、新型コロナウイルス感染症対策

や財政状況の改善を図りながら、公約達成に向けて計
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画的に取り組んでまいります。 

 （２）の私の政治姿勢をどう評価するかというよう

な関連の内容でございますけれども、行政運営に関し

ましては、選挙公約の実現と町民福祉の向上を念頭に

置き、行政の先頭に立ち、職員一丸となり業務に取り

組んでおります。また、政治姿勢も含めまして評価に

つきましては、町民の皆様が判断するものだと考えて

おります。 

 （３）のコロナ禍の復旧、復興に関するご質問でご

ざいますけれども、町民の健康と安全を保障するため

の社会保障と福祉サービスの維持、継続及び子供たち

の学びの保証を最優先に取り組んでまいります。まだ

まだ、コロナ禍の終息が見込めませんが、社会情勢を

鑑みあらゆる手段を講じて復旧、復興に全力で取り組

んでまいります。 

 （４）の退職金に関するご質問でございますけれど

も、退職金を辞退することは考えておりません。 

 （５）県政、国政に関するご質問でございますが、

国政、県政ともに、新型コロナウイルス感染症対策に

全力で取り組んでおりまして、評価をいたしておりま

す。 

 （６）の今後の選挙に関するご質問でございますけ

れども、町の発展や活性化、町民福祉の向上を最優先

に判断をしてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 ありがとうございます。町長自

らお答えいただきまして、重ねて感謝を申し上げます。

まず１点目の未達成の公約ですけれども、答弁でもあ

るとおり幾つか未達成のものもあるということです。

ただ、この公約については、未達成だったとしても、

その向かう過程、そういったものも重要だというふう

に考えます。また町民の皆さんは赤嶺正之町長を選ぶ

際にも、その公約に関して是非とも達成してほしい。

そういった思いを込めて選ばれたというふうに理解を

しております。それぞれに過程があるというふうに理

解しますけれども、今あった幾つかの未達成の状況、

それぞれどういった状況にあるのかを教えていただけ

ればと思います。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それでは総務に係る状況を

お答えいたします。まず、全町民参加型平和運動の構

築については、南風原町平和の日に庁舎内町民ホール

においてパネル展や各小中学校において平和の日を制

定した経緯について、給食時間の校内放送を行ってお

ります。また公式ＬＩＮＥで募集した平和のメッセー

ジを広報紙に掲載するなど、平和について改めて考え

る機会となるよう取り組んでおります。町慰霊祭につ

きましても、コロナ終息以降は遺族会をはじめ、多く

の町民が参加できるよう工夫してまいります。また、

まちづくり基本条例に基づく町民との協働のまちづく

りについては、同条例に基づき、町政提案箱やまちメー

ルで町民からの意見を受け付け、随時対応を行い、措

置内容について公表をしております。また計画を策定

する際は、可能な限りパブリックコメントにより町民

の意見を拝聴し、意見に対する町の考え方を公表して

おります。また今年度策定する総合計画後期基本計画

については、町民アンケートを実施しており、今後住

民会議、パブリックコメント等を実施し、町民の意見

を把握するなど、町民参画の下作成を行います。今後

も協働のまちづくり推進に努めてまいります。 

 次に町民の声が届く行政懇談会の強化ということに

ついては、毎年４月の区長会において行政懇談会の案

内を行い、要望があった自治会に対し行政懇談会を実

施しております。現町長が就任以降、与那覇地区、東

新川地区、大名地区において行政懇談会を実施、89名

の参加がありました。また今年度も実施について、自

治体から相談があり、現在日程を調整している状況で

あります。 

 次に町民の声が届く各種審議会、委員会への女性登

用目標50％の実施については、専門的な知識が必要な

どの理由により、委員の職が決まっている審議会、委

員会があります。令和３年４月時点の各種審議会、委

員会への女性登用率は30.9％で目標に届いておりませ

んが、特別な理由がない各種委員の選定に当たっては

女性登用も考慮しながら選定を行っております。以上

です。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 民生部関連については、高

齢者の外出支援の充実というのがございます。引き続

き、町の社協のほうに委託しまして、医療機関等への

移動手段がない支援が必要な高齢者の方への移動支援

事業は実施しております。コロナワクチン予防接種会

場への移動手段がない高齢者の方へもタクシー費用の

助成という形でタクシーチケットを交付して、移動支

援をしております。引き続き移動手段のない高齢者の

方々の町内移動支援については、またしっかり充実に

取り組んでいきたいと考えます。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 経済建設部に係る項目

について答弁いたします。公共工事の町内業者優先発

注については、地元業者育成支援の観点から、指名競
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争入札を行い、町内業者を優先的に指名しております。

観光協会との連携で琉球かすり、南風原花織の振興支

援については、現在、南風原観光案内所にて琉球かす

りの名刺入れやマスク等の販売、かすりの道町歩きツ

アーの開催や、そのイベント情報をホームページ上で

情報発信するなど、琉球かすり、南風原花織の振興支

援に連携して取り組んでおります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 教育部長。 

○教育部長 金城郡浩君 教育委員会部分について発

表します。全町民での参加型の平和運動についての構

築については、教育部のほうでは文化センターを中心

に毎年６・23の慰霊の日の行事でありますとか、６月

の戦争や平和に関する企画展等を開催しています。ま

たいろんなその展示に併せての映写会等々、それから

講演会などについても取り組んでいます。またご存じ

のように、小中学校での平和学習への取組、これは毎

年各年代にも応じた取組をしていますが、文化センター

のほうで学芸員が学校に出向いて、戦争体験のお話を、

体験者を招聘して実際にその語り部として、学習する

など等についてやっております。また、かすりの部分

については、いろんなかすりの展示会、それから最近

では南風原織物のがむしゃら織物展について行ってい

ます。かすり、織物については、かすりのいろんな伝

統的工芸、指導等の子弟とか、そういうふうなものを

文化的、それから側面からいろいろサポートして振興

をやっております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 細かく各部署、各部長からお答

えいただきました。やはり繰り返しになりますけれど

も、この公約が実現に向かっている、またその過程を

しっかり踏んでいる。そういったことを町民の皆さん

に示していくことが必要だろうという趣旨でご質問申

し上げました。ご説明ありがとうございます。 

 次に（２）ですけれども、町長からはある程度しっ

かりと業務に取り組みながら、政治姿勢は町民の皆様

方が判断するものというふうにご答弁いただきました。

まず、私から申し上げますけれども、行政運営につき

ましては、選挙公約にはなかったというふうに理解し

ていますが、特に財政健全化を取り組まれている点に

ついて、その手法は私の考えとは違いますが、まず共

通の問題意識として高く評価をするところであります。

その一方で、税収を増やす取組についてが少し弱いの

ではないかというふうに思いますが、いかがお考えで

しょうか。お願いします。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 税収についてのご質問にお

答えいたします。税収については、まず町民税の調定

額についてですが、平成29年が40億2,700万円、令和２

年で43億6,600万円と約３億4,000万円の増となってお

ります。また個人町民税の納税義務者については、平

成29年が１万6,875名、令和２年が１万8,884名と、約

2,000人増となっておりますので、決して弱い取組では

ないと。逆に町税の収入については強化していると認

識しております。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 現状の認識を確認しているとこ

ろですので、そこは私の考え方ということで申し上げ

ております。 

 次に、前回も町長の政治姿勢について触れましたけ

れども、南風原町で行われた全ての選挙において、政

権与党の候補者を支持、応援したことに疑問を私は感

じます。私も様々な選挙に取り組みますが、それは候

補者との関係性、また政治理念によるところにありま

す。町長は何のためにそれぞれの候補者を支持し、選

挙応援に臨んでいるのか。その見解について教えてい

ただきたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 それではただいまの仁士議員の

質問にお答えいたします。何のために選挙応援に臨ん

でいるかというふうな趣旨のご質問でございますけれ

ども、私といたしましては、私なりに南風原町のます

ますの活性化といいますか、南風原町の町政の発展の

ために取り組んでいるつもりでございまして、そういっ

たふうなことを一つの判断材料にしまして選挙に取り

組んでいると、応援に取り組んでいるというふうにご

理解いただきたいと思います。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 町政の発展のためというふうに

お答えいただいたと理解します。そこについては、前

回も申し上げましたが、私にとっては少し疑問も残る

ところです。 

 次に（３）であります。その財政健全化、コロナ禍

での復旧、復興、全力で取り組んでいるというふうに

は答弁いただいて、私もそれについては理解をしてい

ます。その中で、財政健全化については少し痛みを伴

う状況にあります。我慢には希望を、そしてまた事業

には一貫性が大事だというふうに私は思いますが、い

かがでしょうか、お答えください。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 それでは（３）のご質問にお答

えいたします。確かに限られた財源を、町民皆様が満

足していただけるような行政運営に努めているという
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ふうなことでございます。そのことは、やはり今後も

取り組んでいくべきだろうというふうに考えておりま

すし、それから事業の一貫性が大事だというようなこ

とに関しましても、これも、私もそう思いますし、ま

たこれは議員と同じ考えだというように認識をいたし

ております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 ありがとうございます。共通の

理解ということで理解します。 

 次にコロナ対策、そしてコロナからの復旧、復興に

おいて、現在も取組は進められておりますけれども、

これについて、国、県の対策はもちろんですが、やは

り一番住民と近い行政としての取組が必要というふう

に考えます。その視点についてお答えいただければと

思います。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えいたします。

復旧、復興はコロナ禍の終息が大前提だと考えます。

コロナ禍以前の町民生活にいち早く戻れるにはどのよ

うな支援、対策が必要であるかの状況把握に努め、町

民一人一人の声にしっかり耳を傾け、職員一丸となっ

て取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 ありがとうございます。次へ進

みます。 

 退職金についてですが、大変聞きにくい質問ですけ

れども、町民の皆さんからの要望ですし、私もその説

明ができない状況にありますので再度質問しますが、

町長や副町長、教育長といった特別職の退職金につい

てどのような制度になっているのか教えていただけま

すか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それではお答えいたします。

特別職の退職金については、地方自治法で支給するこ

とが規定されており、額については沖縄県市町村総合

事務組合特別職等の職員の退職手当支給条例に基づき

支給する制度となっております。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 これも、私も説明が町民の皆さ

んにできないというふうに言いましたけれども、事務

組合が別にあって、そこで規定されているので、予算

書とか町の広報とかそういったものには出てこないわ

けですね。ですので、町民の皆さんはそれが分からな

いということですが、町長１期目の終了時に受け取る

退職金は幾らになるのか教えていただけますか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 町長の退職金については、

1,580万円となります。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 ありがとうございます。これに

ついて退職金を辞退することは考えていないという答

弁です。別に私の趣旨も受け取るべきではないという

主張ではありません。そういった中で町民の皆さんか

ら聞かれていることですけれども、町長はその公職に

あられるわけですから、そういったことについても町

民が状況を把握する必要があると私は思います。町長

は職員として、そしてまた教育長として幾らこれまで

退職金を受け取ったのでしょうか、教えていただけま

すか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 休憩お願いします。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時08分） 

再開（午前11時09分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。町長。 

○町長 赤嶺正之君 それではお答えいたします。私

は、昭和46年７月に役場に採用されまして、退職した

のが平成23年３月でございまして、勤続年数39年９か

月でございました。それの退職金でございますけれど

も、2,955万6,334円でございます。それから教育長と

しての退職金でございますけれども、１期目が平成23

年４月１日から平成25年３月31日の勤続年数で２年間

ですけれども、302万円です。２期目でございますが、

平成25年４月１日から平成29年３月31日までの４年間

の勤続で604万円です。３期目が平成29年４月から平成

30年１月までの１年間で113万2,500円でございます。

以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 町長ご配慮ありがとうございま

す。町長は、自ら南風原町からの給与を今現在20％カッ

トしておられます。本来受け取るべき報酬、賞与、費

用弁償等も含めて、本来受け取るべき報酬は幾らなの

か。そしてカット後の報酬、実績はどのようになって

いるのか教えていただけますか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 町長の給料、期末手当の平

成31年４月から令和３年５月までの26月の合計で、本

来受け取るべき金額は2,054万円となります。しかし、

実際支給している額が1,643万2,000円となっておりま

すので、減額額が410万8,000円となっております。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 すみません。再度確認しますけ
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れども、これは賞与、費用弁償も含む報酬全てという

ふうに理解してよろしいですか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 給料、期末手当の合計額と

いうこととなっております。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 月額については試算されていま

すか。要するに月額と賞与を含めて、トータルで月20％

カットですと非常に大きいなというふうに理解します

けれども、それも教えていただけますか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 月額については15万8,000

円の減額となっております。 

［照屋仁士議員より「休憩願います」の声あり］ 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時12分） 

再開（午前11時13分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 月額が79万円から63万

2,000円で、月額が15万8,000円減額となっておりまし

て、それの26月分で、先ほど申した410万8,000円の減

となっております。 

［照屋仁士議員より「休憩願います」の声あり］ 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時13分） 

再開（午前11時13分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。８番 照屋仁士議

員。 

○８番 照屋仁士君 お示しいただきましてありがと

うございます。 

 次に町長として、南風原町の業務がありますけれど

も、様々な他の外郭団体なども報酬が発生するものも

あります。ちなみに東部消防、私は議員ですけれども、

東部消防での報酬は今辞退されていますけれども……、

辞退というか予算上減免されている形になっています

けれども、町長として得られる他の外郭団体等の報酬

について、それぞれ幾らぐらいあるのか。その団体名、

報酬額を教えていただけますか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 町長の外郭団体の令和２年

度報酬額は、那覇市・南風原町環境施設組合が32万

4,000円、南部広域行政組合２万円、沖縄県国民健康保

険団体連合会１万6,000円、南部水道企業団37万6,000

円、南部広域市町村圏事務組合８万円、南部振興会７

万円、南部市町村会７万円、沖縄県介護広域連合９万

円の８団体で合計105万6,000円となります。以上です。

ただいまの金額は年額で105万6,000円となっておりま

す。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 この質問の趣旨は、繰り返しに

なりますけれども、町民の方から町長の報酬について

は月額程度しか知らないと。ちなみに制度的には、私

たち議員には退職金もありません。そういった趣旨で

町民の皆さんも聞きたかったんだというふうに思いま

す。こういった現在置かれている南風原町は財政健全

化であったり、また深刻なコロナ禍の中でこういった

ことも明らかにするべきじゃないかという趣旨の町民

からの声ですけれども、そういった意味で赤嶺正之町

長、退職金の金額とか制度であったりそういった点、

また他の市町村で辞退される首長がいたということも

含めてどのように考えているか教えていただけますか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 お答えいたします。ただいまの

ご質問、いろいろ何と申しましょうか、議論する必要

があるご質問でございましたけれども、私のほうでは、

準備してありますのが基本的な考え方を準備してござ

いますので、それで答弁に代えたいと思います。退職

金につきましては、私は基本的に町長としての職責を

遂行した、その職務を、重責を遂行したという報酬の

一部でございまして、それが退職金として支払われる

というふうに思っております。そういうことでひとつ

の法律、あるいは制度にのっとった条例化しての話で

すけれども、のっとった退職手当でございますので、

制度的にはそれでよろしいのかなというふうに考えて

おります。いろいろと議論が、意見が出されているの

は承知しておりますけれども、その点に関しましては、

そのときそのときの社会情勢もありますので、今後、

また議論が進むのかなというふうに考えておりますが、

現段階では先ほど申し上げたとおり法律制度に基づく

手当だというふうに認識をいたしておりますので、ご

理解をお願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 ありがとうございます。 

 次に（５）に移ります。県政、国政への評価ですけ

れども、共に全力で取り組んでいるというふうにお答

えいただきますが、具体的に、少し詳細について伺い

ますが、現在の沖縄県知事である玉城デニー県政、こ

れについてどう評価するか教えていただけますか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 お答えいたします。玉城デニー

県政につきましては、次期振計と申しますか、新たな

沖縄振興計画の策定に関しまして、自立経済への道筋
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をいろいろと描こうとしているそういった点や、それ

から本町とも関連があります全市町村そうですけれど

も、子供の医療費の助成の見直しを実施するというふ

うに決定をいたしておりますし、それから子供の貧困

対策に関する取組も私は評価をしたいというように考

えております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 それでは次に、県政において町

長が応援をした両県議をどのように評価しているか教

えていただけますか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 お答えいたします。お二人の県

議に関しましては、就任してまだ１年ですか、そうい

うこともございますけれども、現段階でしっかりとこ

れは我々県民の、あるいは町民の要望をしっかりと県

政に伝えているといいますか、反映させているという

ふうに考えております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 次に国政について、町長就任時

は安倍政権だったと思いますが、現在の菅政権も含め

て、国政の政権をどのように評価されているか教えて

いただきたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 お答えいたします。評価に関し

ましては、いろいろと視点があろうかと思いますけれ

ども、今、コロナ禍ということでございますので、や

はりその辺がどうも気になります。そういうことから

関しますと、感染拡大防止と、それから経済再生とい

うかなり厳しい局面の中、各自治体への迅速な財政支

援や、あるいはまたコロナワクチンの接種計画等の事

業実施等々、しっかりと対応しているというふうに私

は認識をいたしております。 

 それから気になるところでございますけれども、東

京オリンピック・パラリンピックの開催につきまして

も、いろいろと賛否あるのは承知しておりますけれど

も、政府として、国の安全を最優先に判断していただ

きたいというふうに思っており、これは東京オリンピッ

クに関しましてはまだまだ賛否、本当に賛否あろうか

と思いますけれども、基本的には私はそういったふう

な評価をいたしております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 次に町長が応援、これまで選挙

で応援してきたその政権与党、そしてまたそれぞれの

国会議員についてどのように評価しているか教えてい

ただけますか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 国会議員の皆さんも、やっぱり

県選出ということでございますので、我々沖縄県の現

状をしっかりと国政に伝えているというふうに私は認

識をいたしております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 それぞれの評価をお伺いしまし

た。これについては町長の考え方を聞きたいというこ

とですのでご理解をお願いします。 

 次に（６）です。今後の各種選挙においてどのよう

に行動するかということですが、答弁では町の発展、

町民福祉の向上を最優先に判断をしていくという答弁

をいただいております。これまでの政治姿勢、様々な

質問についてもですけれども、町長におかれましては、

私にとっても青年会出身の大先輩であります。また、

目指すべき目標とも言えるというふうに思います。現

在、町長になられて３年余り、来年の町長選挙に向け

て私のほうにも多くの町民の方々から、町長への評価、

またこれからの南風原町がどうなっていくのかが問わ

れています。私は現在の政権与党について、国民から

見た様々な疑惑や不信に応えていない点が多い。その

ように思います。また、かつては最低でも県外という

言葉に期待をし、そして裏切られたという気持ちもあ

ります。だからこそ町長には町民目線に立った行政運

営、そして政治姿勢を示していただきたい。一党一派

に偏することなく、第一に町民と南風原町の発展を目

指して行動してほしいと思います。改めて今後の各種

選挙、どのように取り組まれるか教えていただきたい

と思います。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 お答えいたします。今後の選挙

に、各種選挙にどう取り組まれるかというご質問でご

ざいますけれども、私は町民皆様を代表して町政を担っ

ているわけでございます。確かに議員おっしゃるよう

に、政治的にはいろんなことが起こり得ますので、私

はむしろ町民皆様と一緒に、いつも申し上げているん

ですけれども、南風原町に住んでよかった。南風原町

に住み続けたい。そう思っていただけるようなまちづ

くり、それにつながるように取り組んでまいりたいと

考えておりますのでご理解を願いたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 ８番 照屋仁士議員。 

○８番 照屋仁士君 この一般質問も、私も町民の皆

さんに説明責任を果たす。そしてまた、現在これを中

継で見られている町民の方々もいらっしゃると思いま

す。そういった中で、町長、休憩もありましたが、私

にもご配慮いただきながら率直な答弁をいただいたと

いうふうに理解して終わりたいと思います。ありがと
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うございます。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時27分） 

再開（午前11時37分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 通告書のとおり順次発言を許します。14番 宮城寛

諄議員。 

 

〔宮城寛諄議員 登壇〕 

 

○14番 宮城寛諄君 時間が中途半端ですけれども質

問をしたいと思います。一括で質問して、後は個別に

一問一答で行いたいと思います。まず１点目に、国民

健康保険税の賦課方法の見直しを求めるということで

質問したいと思います。これまでも国民健康保険税の

減税についていろいろ質問してまいりました。その賦

課方法についても質問してまいりましたけれども、こ

れまでやってきたものと大体同じ内容です。（１）賦課

方法で均等割をなくすことは出来ないか。今、南風原

町は応能割と応益割で、応益割のほうに均等割りが入っ

ているのですが、そのことをなくすことができないか

どうか。（２）もし、均等割を全部なくすことができな

いのであれば、せめて医療費無料化となっている中学

校卒業まで、子供たちの均等割を外すことができない

のかどうか。（３）中学校卒業までの均等割を外すとい

うこと、それについての対象者は幾人か。均等割をな

くしたときの費用は幾らになるか。その点をお伺いし

たいと思います。 

 それから２点目は、教育委員会は校則の実態を把握

しているかということで質問いたします。（１）頭髪や

下着の色を規制するなど、プライバシーや人権にかか

わる不合理な校則が問題化する中で、全国の都道府県

と主要市区の計99教育委員会があるそうですけれども、

この教育委員会で2017年以降、各学校に見直しを求め

る通知を出したと言われています。検討中も含めてそ

れに応えて出したと言われているのは約４割という報

道がされていました。そして2020年４月８日に県教育

委員会は見直しについて、各県立学校に依頼文書を出

したとありました。そして那覇市も主要都市ですから、

ここにも国から多分行ったのでしょう。那覇市のほう

では、市内の小中学校に３月に通知を出したようであ

ります。本町ではどういう状況なのか。その点をお伺

いしたいと思います。 

 それから３点目に、字内の外灯の設置・修繕等の予

算は充分と思うかということで質問したいと思います。

（１）全町の外灯がＬＥＤ化されたことは、町民皆喜

んでおります。しかし、ＬＥＤ化されたからと言って

故障しないわけではないし、また新たに外灯を設置し

ていかなければならないところも多くあります。安全・

安心の町民の暮らしを守るためにも、予算は充分に確

保すべきと思うが、対応できているかどうか。以上、

３点についてお伺いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 質問事項１点目の国民健康保

険税の賦課方法の見直しについてであります。（１）と

（２）については関連しますのでまとめてお答えしま

す。賦課方法は法律で定められていることから均等割

をなくすことはできません。 

 （３）についてお答えします。令和３年度国民健康

保険税課税に係る15歳末満の被保険者数は1,071人で、

軽減前の均等割額の合計は2,998万8,000円です。 

 質問事項３点目の字内の外灯の設置・修繕等の予算

の確保についてお答えします。防犯灯設置・修繕補助

金交付規程に基づいて、予算確保に努めてまいります。

以上です。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 質問事項２点目の校則の実態

を把握しているかというご質問にお答えします。県か

らは、県立学校への通知でございまして、町内の各学

校へ見直しを求める通知はございません。本町で毎月

行われている各学校の校長・教頭連絡会において、不

合理な校則については、時代に合ったものにするよう

検討を要請しております。各学校においても、見直し

や改正が行われているものだと考えております。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 昼食時間まで残り時間が少ない

ので、順番を変えて質問したいと思います。まず３点

目の外灯について質問したいと思うのですが、交付規

程に基づいて、希望に応えるように予算確保に努めて

まいりますということは、今、例えば各字からどこど

この外灯を新しくつけるとか、どこが壊れているとか、

補修したいというときはすぐ対応できるということで

よろしいですか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。現段階では、対応にお応えできる状況ではありま

せん。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 今、現段階では対応できないと

おっしゃったのでしょうか。希望に添えるように予算

確保に努めてまいるということは、どういうことです

か。 
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○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えします。

現段階というのは、現在の予算の範囲内では対応が厳

しいというところがありますので、今後、関係部署と

協議しながら、予算確保ができないかどうか検討して

まいりたいと思っております。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 皆さんからの最初の答弁を聞い

て、予算確保に努めてまいりますということから、僕

はすぐ10分以内、５分ぐらいで終わるのかと思って、

３番目をわざと最初に持ってきたのに、皆さん方の話

だと、今の段階の予算内では難しいと。これから確保

に努めてまいりますと。要するに確保に努めてまいる

けれども、予算化されるかどうかは分かりませんよ、

と。要するに、各字から上がってきたそれに対応でき

るかどうかは分からないと。今はできない。今の段階

ではできないと。だからこれから予算確保に努めてい

くけれども、これは分からないということでよろしい

ですか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 防犯灯の設置に

ついては、自治会からの要望は多数上がっております。

実態としましては、各字の防犯灯の設置の基準という

か、規格とか、それがまちまちであります。差異があ

るということです。それで、金額についても大幅な違

い、設置の費用については安いところから高いところ

までございます。そういった状況の中で、極力、安全

第一に考えていくのがモットーだと思っておりますの

で、補正等で対応できないかどうか検討してまいりま

す。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 安全安心なまちにしていくと。

そのために私は外灯と言ったのですが、そういった防

犯灯、実は山川の区長からも出たはずですけれども、

新しい住民が入ってきまして、ぜひ自治会に入るよう

にということで説明会をしました。そうしたら、議員

さんもいらっしゃるのでお願いしたいと。ぜひうちの

前に外灯をつけてくださいと。こういう要望も出るわ

けです。そうするとこの前、町道認定のときに、新た

な開発のされた道路をつくりましたね。向こうも外灯

がない。中のほうにももちろん外灯もない。そういう

ところも外灯をつけていかないといけないのです。そ

して今、土地改良の近くのほうでも４世帯余り、そう

いうところも外灯をつけていかないといけないのです。

防犯灯ね。そういうときに、予算がありませんから来

年まで待ってくださいと。区長はそう言われたらしい

です。来年までといいますと、あと半年、９か月、そ

れほど待たないと外灯が設置できないということにな

れば、町長、安全安心なまちとは、私は言えないと思

います。新たな住民もどんどん増えてきます。それか

らこれまで住んでいた皆さん方のところも故障したり

します。それを早めにやっていくのが、私は当然だと

思うのですが、今からだというのが非常にショックと

いうか、皆さん方は本当に、町民の安全安心な、そう

いう生活を守るという意味で考えているのかなと思い

ます。町長、早めに予算をつけて、補正予算を組んで、

こういった防犯灯設置をやるべきではないのですか。

今、どれぐらい上がっているか分かりませんけれども、

その辺を皆さん方がチェックをしながら、優先順位を

つけてでもいいですから、その辺はぜひやっていくべ

きだと思いますけれども、その辺はどうでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 答弁いたします。今、

課長からもお話しがあったのですが、防犯灯は幾つか

の自治会から要望は出ていますけれども、状況を説明

いたしますと、ＬＥＤ化されたものですから、以前は

木柱に防犯灯をつけるということがあったのですが、

ＬＥＤ化したと同時に、木柱を鉄製のものにという要

望が来ているところもあります。それで単価が高くなっ

たようなところがあるものですから、町としてはそこ

ら辺を、ＮＴＴとか電力とかのコン柱に共架させるこ

とで、設置費をある程度抑えていくとか、そういうこ

とを調整したりお願いしているところがありますので、

そこら辺も踏まえてすぐ補正というよりも、字から来

る設置の単価の抑制もしながら、それでも補い分につ

いては、先ほどお話があったように、補正等も考えな

がらやっていきたいと思います。以上です。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 鉄柱、これまでの木製より高い

というのはよく分かっているつもりです。これから台

風時になるのですが、これまでの蛍光灯はすぐ切れた

りして、電球の交換とか、木製の柱がゆがんだりいろ

いろあったのですが、こういうことがないにしても、

やはり対応できる予算はつけるべきだと思います。聞

くところによると今の予算は10万円だと聞いたのです

が、その辺、間違いないかどうか答えてください。そ

の10万円ぐらいでは、１灯分にもならないですよ。も

しそうであるのであれば、私はそう思いました。10万

円と聞いたものですから。そんなことでは、町内の防

犯灯を整備していくということにはならないと思いま

す。そういう意味では、早めに補正予算を組むべきだ

と思います。いかがですか。 
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○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 現在のところ、議員が

おっしゃるとおり10万円です。ですが、町のほうでま

た防犯対策事業ということで、その中に修繕費とか補

助金がありますので、その辺も状況を見ながら、総合

的な事業で予算をやりくりしながら考えていますので、

ご理解のほどよろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 予算の確保は、皆さん方だけで

お金を生み出せないと思いますから、ぜひやってほし

いと思うのと、この辺は町長に、対応できるかどうか、

できるかどうかというか、やらないといけないと私は

思うのですが、来年度まで待てということは、ぜひと

もないようにしてほしい。100％全部できるかどうかは

分かりませんけれども、少なくとも町民の要望に沿え

るような形で防犯灯を設置していくということ、町長、

ぜひお願いしたいのですが、どうですか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 それでは寛諄議員の防犯灯に関

するご質問にお答えいたします。確かに、現在の予算

計上額が10万円ということでございますけれども、こ

れは基本的に、計画的に、議員がおっしゃるように、

財政的に全部一遍にというわけにはいかないと思いま

す。ですから計画的にやっていこうということで、今

後、この計上額を増やす予定での予算編成だと思いま

すけれども、最初の答弁の中にもございますように、

交付規程がございますので、議員もご存じだと思いま

すけれども、この交付規程に基づいて、各自治会の要

望等を勘案しながら予算化していくということでご理

解していただければと思います。これからまた９月補

正、12月補正、機会がありますので、また議員ご指摘

のように、安心安全なまちづくりのためにも、予算確

保には配慮してまいりたいと考えております。以上で

す。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時57分） 

再開（午前11時57分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。14番 宮城寛諄議

員。 

○14番 宮城寛諄君 町長、ぜひ予算の確保をお願い

したいと思います。それも、遅くならないように早め

の、この辺は総務部長が握っているのかな、企画課長

かな。ぜひ皆さん方、町長にハッパかけながら、経済

建設部長も、その辺の予算確保にぜひ努めてもらいた

いと思います。これから台風が来ますよ。それから南

風原町はどんどん人口が増えていますので、新しいお

うちも建っています。山川だけでも十四、五軒ぐらい

新たに建っていますので、そういうところにもやらな

いといけない。それから自治会加入を増やすためにも、

地域を便利にしないと、町民の皆さん方が、うちの周

りは真っ暗じゃないかとなれば、何のための自治会か

と。私たちは電気代も自治会費から出していると言う

ためにも、きちんと外灯がないといけないんです。そ

の辺はぜひ予算の確保をお願いして、３点目の質問は

終わって、あとの質問は午後に行います。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時58分） 

再開（午後１時00分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 午前に続き一般質問を受け付けいたします。14番 宮

城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 午前に引き続き質問したいと思

います。１点目の国民健康保険税の賦課方法について

ですけれども、均等割をなくすことは法で定められて

いるからできないと。せめて中学校卒業までというと

ころですけれども、法で定められていたら何もできな

いのかな。皆さん方の考えをお聞きしたいのですが、

以前、均等割が国民健康保険の賦課の方法に入ってい

ると。役場の職員とか会社勤めの皆さん方の協会けん

ぽのほうは入っていないと。なのに何でここにあるの

かという話でいろいろやったことはあるのですが、部

長は、あのときには受益者負担云々の話を言っていま

した。今、子供の医療費を県のほうでも次年度から中

学校卒業まで現物支給とか、そういうふうに変えてい

くと。負担を少なくしていくという方法が取られてい

ます。南風原町でも、全県に先駆けてそういう政策を

取ってきたわけですけれども、全体的に均等割をなく

すことができないのであれば、それを安くするとか、

中学卒業までに皆さん方の対象を外すとか、そういう

ことは考えられないものかどうかというのを、皆さん

方の考えというか、ただ法で定められているから駄目

だと。何の努力もないような気がするのです。その中

で、例えば子育て世代の皆さん方の負担を少しでも軽

くするとか、そういう考えがあってもいいのではない

かと私は思うのですが、皆さん方は、その点ではどの

ようにお考えですか。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 お答えします。議員のご質

問が均等割をなくすことはできないかという、なくす

というご質問ですので、法で定められていますのでな

くすことはできませんということで、地方税法のほう

で国民健康保険税の賦課方式は定められていますので、
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それは難しいですよという答弁でございます。ご質問

の子育て世代等、そういった負担の軽減とかにつきま

しては、本町は、議員がおっしゃいましたように、医

療費助成のほうでは、現物給付を県内でも真っ先に取

り入れたところでございます。そういった中で、今度

は国保に限って均等割のご質問でございますが、確か

に国保以外の保険においては、子供の部分に係る課税

という方法ではございません。ただ、国民健康保険に

関しましては、加入されている被保険者に対しては等

しく保険給付を受ける権利があるということで、子供

がいる世帯についても、子供を含めた被保険者数の人

数に応じて、一定の負担をしてもらうという制度、そ

ういうことが基本となっています。ただ、そういった

中で国においては少子化対策が最優先で取り組むべき

課題ということで、子育て世代の経済的負担軽減の観

点から、こういったところの見直しも取り組んできて

います。例えば、未就学児は医療機関での窓口での負

担も２割負担です。そういった部分で経済的負担の軽

減等、本町では、先ほど申し上げた医療費助成等をやっ

ているところです。そして、国においては全世代対応

型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一

部を改正する法律というのが６月４日に成立して、６

月11日に公布されております。この法律の中の一つと

しては、この国民健康保険の均等割、これは未就学児

についてですが、未就学児の均等割を２分の１にする

ということで、これは来年４月から２分の１に軽減す

るということで決まっておりますので、今後、議員が

おっしゃいます均等割の部分に関しては、国のほうで

もこういった形で取り組んでいきますので、来年４月

からは、未就学児については半額になるということに

なっております。以上でございます。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 国のほうは全世代型とかいろい

ろあって、75歳以上の医療費の１割負担から２割負担

にするとかって、いろいろ若者のほうに予算が、負担

を軽減するためという理由でやっているみたいですけ

れども、1,000億円ぐらい予算が浮くと聞いています。

ところが、若者については月33円ぐらいしか安くなら

ないと聞いていますけれども、この全世代型というの

も、ちょっとくせ者ではあるのですが、ただ、少なく

とも均等割、未就学児は安くする、２分の１にすると

いうことをスタートしているみたいではあるのですが

そういう意味からいっても、南風原町でも、確かに私

の質問のやり方が、なくすことはできないかと質問し

たからなくすことはできませんと答弁されているので

すが、一つの考え方として、そういった負担を少なく

することを考えれば、私はなくすことがベターだと思

うのですが、そうではなかったら、少しずつでも中学

校卒業ぐらいまで検討するとか、本当はここもなくす

ことがあれですけれども、今未就学が２分の１だった

ら、中学校卒業まで南風原町で２分の１にしようかと

か、いろいろ考え方が、皆さん方の中にないのかとい

う思いです。私としては。少しでも軽減していくとい

うことで、そういう考え方がないのか。国保のほうで

均等割を入れたのは、国保加入者みんなが等しく医療

を受けるから、要するに受益があるからということだ

ろうけれども、そうではなくても均等割がない保険制

度もあるわけですから、国保のほうでも、その辺はぜ

ひ検討してほしいという意味での質問です。その辺は、

皆さん方はどのように思いますか。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 お答えします。まず今回、

来年４月から未就学児の均等割が２分の１になるとい

う部分では、軽減された２分の１の財政負担という部

分では国が２分の１、４分の１が県、４分の１が市町

村です。町にとっては新たにこの４分の１の負担が生

じます。国保はもともと７割軽減、５割軽減、２割軽

減という軽減制度がございますので、この制度におい

ても４分の１は市町村の負担ということで、新たに始

まる２分の１の軽減の分に関しても、新たに市町村の

負担が生じてきますので、そういった部分ではさらに

踏み込んでもっと減額するとなると、さらにその分は

市町村が負担しなければなりませんので、そういった

部分はやはり他の納税者等とのバランス等も踏まえて

考えなければいけないと思います。そしてもう一つは、

平成30年度から県単位化になっております。沖縄県に

おいては、令和６年度に税の統一を目指しています。

そういった中で本町だけが、例えばですが、そういっ

た形の税の課税の方法を変えるという部分では難しい

かと思います。やはり統一に向けて、そういった部分

でも、県でしっかりリーダーシップをとっていただい

て、税の課税の統一に向けて取り組んでいくべきだと

思います。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 県の統一でやっているわけです

から、それはそれで考えなければいけないと思うので

すが、そこまで持っていくには、各市町村、自治体の

意見とか、そういうのもいろいろあると思います。だ

から、各地域でそういった国保税の負担を少しでも軽

くするという考え方を、知恵を集めていくという、そ

れが県の方針になり得ると思います。だからそういう

考えも全く持っていなければ、負担の軽減なんて私は
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あり得ないと思います。その辺は国のほうでも、各県

や自治体に負担させるということはあるのですが、そ

れでも一歩前進だと私は思いますけれども、その点に

関しては。そういう形で進めていくということを、各

地域からみんなで声を上げてやっていかないと駄目だ

と私はそう思います。予算がいろいろかかってくるわ

けですから、一朝一夕にできるとは思いませんけれど

も、その辺はぜひやってほしいと思います。 

 （３）には、対象者1,071名、約2,900万円、3,000

万円ぐらいかかると。これは軽減前の額で、軽減した

らそれだけではないと思うのですが、それなりの予算

があるわけですから、でも、それだけの対象者の皆さ

ん方にやるには、少なくとも3,000万円でできるわけで

すから、私はその辺をぜひ検討してほしいと。皆さん

方がこの国保税を払いやすいというか、負担が軽くな

ると、子育て世代の部分については、特にそうですけ

れども、高齢化、少子化の中で、そういった部分を、

ぜひこういった医療の面から、保険の面からも支えて

いくということが必要だと思います。それともう一つ

は、先ほど出た均等割をなくすという方法、均等割の

ない健康保険があるわけですから、その部分の皆さん

方については、そういった均等割はなくて、国保のほ

うだけがあるということも、私は非常に不公平感があ

ります。全て応能割にすればいいのにという感じもし

ます。そういう意味でも、将来的に向けてこれはなく

していくという考えを、私はずっと持ち続けないとい

けないのではないかと思います。それは皆さん方の個

人個人の考え方だと思いますけれども、ぜひ軽減する

という方向で私は考え方を持ってほしいと思います。

その点はどうでしょうか。町民の負担を軽くするとい

う方向で今後とも検討していくという。法があるから

ということではなくて、それを乗り越えてでも私は考

えるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 お答えいたします。先ほど

答弁いたしましたように、県単一化になりまして、沖

縄県の国保運営方針として、令和６年度統一を目指し

ております。沖縄県においては、毎年市町村からこの

運営方針の改定に向けて意見を集約して、市町村の意

見を求めた上で運営方針が決まっていくということに

なります。均等割とかも含めて、やはり県全体で負担

の軽減に向けた取組、どういったものができるのか、

我々も意見を出しながら、そして県単位化に向けて取

り組んでいきたいと考えます。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 その辺は皆さん方からも、県の

ほうに意見を上げてほしいと思います。この点は要望

します。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時16分） 

再開（午後１時17分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。14番 宮城寛諄議

員。 

○14番 宮城寛諄君 ２点目の教育委員会に対しての

質問をしたいと思います。教育委員会に校則の実態を

把握しているかという質問、ちょっときついような感

じにしたのは、南風原町の小学校、中学校の校則がブ

ラック校則だということで決してやったのではありま

せん。今、そういう状況の中で、実態がどうなんだろ

うということで質問をしています。答弁のほうでは、

本町の各学校へ見直しを求める通知は行われておりま

せんということのようですけれども、先ほど、最初に

質問しました、県のほうは４月８日に県立学校に、県

立というから高校のほうに出しているわけです。そう

やって那覇市のほうでは、市の小中学校に見直し通知

を３月に出したということのようです。国のほうでも

見直しが各地域からいろいろ出されたから、今年の６

月12日のあれで文科省が出したということでやってい

るのですが、全国の教育委員会に対し、社会常識や時

代に合わせて積極的に校則を見直すよう通知したと。

そういうことが出されているみたいです。一つお聞き

したいのですが、文科省がそういった考えで全国に見

直すようにとやっているということは、皆さん方はご

存じですか。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん まず文科省からの通

知が、県の６月10日付の文書で届いております。先ほ

ど、教育長の答弁の中で各学校への見直しを求める通

知は行われていませんと答弁していますのは、ご質問

のあった2020年４月８日の県の教育委員会の見直しに

ついての文書は県立学校向けの文書でして、本町には

届いておりませんでした。その後、６月８日に国が県

のほうに校則に対する見直しの事例と一緒に、必要が

あれば各市町村についても参考にしながら見直すよう

依頼が届いているところで、その文書が県から６月10

日付の文書として本町へ届いております。すみません、

答えとしては、そこでこちらのほうも文科省の通知を

受けたということになっております。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 2020年のあれは、要するに各県

とか主要都市のほうに、99の教育委員会に何か出され

たみたいで、各市町村ではなくて、出されているみた
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いで、そこは県のほうは県立学校に出したとなってい

ます。それで、今年の６月にはそういった話は分かる

ということで、その後は各小中学校にはそういった指

示というか、見直しというか、その辺は連絡している

のですか。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

県から届いた文書は、当然学校へ周知しておりますが、

本町としてはその前に、校長会でも不合理な校則や時

代に合わないものは見直すようにということで、そこ

で先に要請は出しておりますので、町としては先に、

学校のほうへは依頼をかけている形になっております。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 分かりました。今の常識に合わ

ないような不合理なことは見直すようにと。そうでな

ければそうではないということで、学校でも検討する

と思うのですが、ただ、近頃は人権問題、プライバシー

の問題とかいろいろあって、この前テレビでやってい

たのが、ある高校の子供が県大会に出られなかったと

か云々あって、テレビでも放映していましたけれども、

そういう中でもいろいろ言っていたのは、大体こうい

う校則というのは、子供たちが健全な学校生活を送れ

るようにとか、よりよく成長するようにとか、将来の

ためということで校則はつくるはずです。ところが、

こういう校則をつくったから、それをがんじがらめに

やれと。管理するような押しつけというか、そういう

ことではおかしいのではないかというのが、この報道

でもそういう趣旨がありました。やはり押しつけでは

なくて、校則は校則で守らないといけないというのが

あるけれども、それを推しつけるのではなくて、例え

ば子供たちとも話し合って、そういった校則をつくっ

ていけば、子供たちに無理やり守らせるのではなくて、

自分たちで守っていく、そういう校則になるのではな

いかと。要するに過度な規制とか、何でこの校則があ

るのか不明だ、分からないと、疑問だという子供たち

もいるみたいで、街頭インタビューでもそういうのが

ありました。ですから、窮屈になるような学校生活で

はなくて、子供たちが伸び伸びできるような、そういっ

た学校づくりのためにもぜひ頑張ってほしい。それで

ぜひ先生方やＰＴＡ、そして子供たちとも話し合いな

がら、校則はつくっていくべきものだと私は思います。

その辺はいかがでしょうか。どのようにお考えでしょ

うか。 

○議長 玉城 勇君 教育指導主事。 

○教育指導主事 大城 圭君 お答えいたします。今、

議員のほうからの意見がありましたが、校則の見直し

については、先ほどの文科省の通知、依頼のほうにも

ありましたが、児童生徒が自分のものとして捉え、自

主的に守れるようにするために、まずは児童生徒との

話合いの機会をできるだけつくる方向で検討しなさい

と。意見を聞きとるような、そういう機会を設けなさ

いということで、子供たちの意見も聞いた上で、実際

子供たちも納得した上で、子供たちが自主的に守って

いくという校則の新しい見直しの視点で、各学校の校

長先生方とも確認していきたいと思っております。以

上です。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 ぜひそのようにやってほしいと

思います。南風原中学校、南星中学校の校則をいろい

ろ読ませてもらいましたけれども、細かいところまで

詳しく指摘がされていて、先生方も指導するのは大変

だなと私は思ったのですが、普通に言われている校則

ですので、その辺はぜひ学校は、子供たちが伸び伸び

と明るくできるような、そういう校則にしてほしいと

思います。以上で終わります。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時26分） 

再開（午後１時28分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 通告書のとおり順次発言を許します。７番 大城 勝

議員。 

 

〔大城 勝議員 登壇〕 

 

○７番 大城 勝君 グスーヨーで始めようか、皆さ

んで始めようか、迷っているところですけれども。コ

ロナ禍の中でみんな頑張っておられるのですが、私は

40分ほどかかります。食後で眠たくなるでしょうけど、

そこは我慢されて頑張ってください。７番議員、大城 

勝です。こうして一般質問の形で登壇するのも、今回

で７か年ですから、七四、二十八の28回目です。これ

から通告書のとおり質問します。今日のテーマは３つ

あります。その１つ目は、自治会への関心を高めるた

めに、学校現場と地域はどのように連携が取れるか。 

 ２つ目は、現在コロナワクチンのプロジェクトチー

ムがその接種事業を成就させるためにフル稼働してお

りますが、このプロジェクトチームの手法が、自治会

加入促進に使えないか。 

 ３つ目は、自治会加入促進についてです。 

 それでは通告書を一括して読み上げます。問い１．

自治会への関心を高める。（１）本町小中学校の教育現

場においては、自分たちの住む自治区（字、集落など）
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について学ぶ授業があるか。①何学年、何時間、どん

な学習内容が行われているか。自分たちの住む、字名

や人口、そして区長の名前なども学習内容にあるか。

（２）町内の自治区の長が学校現場へ出向き、各自治

区の紹介授業ができるような体制が取れないか。 

 問い２．コロナワクチンＰＴについて。（１）コロナ

ワクチンＰＴとは何か。（２）本町でのコロナワクチン

接種事業の円滑な推移を願うが、今後のコロナワクチ

ンＰＴの存続はいつまでか。（３）今回のコロナワクチ

ン接種事業におけるプロジェクトチーム設置をどのよ

うに評価するか。 

 問い３．自治会加入促進について。（１）町行政は、

各自治会への町民の加入促進に関する協定を６団体と

結んだ。その協定書によると、６団体は自治体がより

よき地域社会の醸成、住民の福祉向上に資するとの基

本的認識に立ち、それぞれの協定事項を推進するため

に協定を結ぶとある。各協定団体の協定事項とは何か。

例えば甲であるならば、宅建協会の協定事項とは何か。

以下５団体の協定事項を問う。（２）現在の全町的な自

治会加入率は幾らと推測できるか。目標数値は幾らか。

（３）今回の協定を実効性高いものにするためには、

本町行政の果たす役割は重要であると考えるが、どの

ような対応をするか。①協定書の本町への役割分担は

「加入促進に関する情報の提供及び配布など『必要な

支援』を行う。」とある。本町の行える『必要な支援』

とはどのような支援か。（４）加入促進に関する情報の

提供及び配布などの必要な支援体制であれば、従来の

部署対応で可能だと思うが、現状の自治会加入率の落

ち込みは大きな対策を講じる必要があると考える。加

入促進活動のより一層の充実を図るためにプロジェク

トチームを設置できないか。以上、質問します。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 質問事項１点目、（１）につ

いてお答えいたします。小学校３年生の社会科で、約

60時間をかけて南風原町のまちの様子などの地域学習、

中学校においては、総合的な学習の時間に地域資源を

生かした平和学習や栽培活動を行っています。字名、

人口、区長名については学習しておりません。 

 （２）についてでございます。各学校の意見も聞き

ながら「学校応援隊はえぱる」の活用も含め検討して

まいります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 質問事項２点目のコロナワク

チンＰＴについての（１）についてお答えします。新

型コロナウイルスワクチン予防接種を円滑に実施する

ために設置したプロジェクトチームです。 

 （２）についてお答えします。新型コロナウイルス

ワクチン接種事業の終了までです。 

 （３）についてお答えします。プロジェクトチーム

の設置については、平時の業務量を大幅に上回る業務

が求められることから、ワクチン接種を円滑に進める

上でも有効な手立てだと評価をしております。 

 質問事項３点目の自治会加入促進についての（１）

についてお答えします。小禄・南部地区宅地建物取引

業者会、ＪＡ南風原支店、ＪＡ津嘉山支店の賃貸住宅

等の仲介業務を行う３団体は、仲介業務において自治

会加入の働きかけを行います。ＪＡ南風原支店、ＪＡ

津嘉山支店、町社会福祉協議会の３団体は、機関誌等

へ自治会加入についての記事掲載を行います。町は自

治会加入促進チラシの配布等、情報提供について必要

な支援を行います。自治会は、自治会加入促進事業の

立案と自治会加入促進についての情報提供を行います。

以上が、６団体で締結した協定事項となっております。 

 （２）についてお答えします。各字・自治会からの

報告で、令和３年３月末時点で40％となっております。

今後の目標数値については、区長会において検討して

まいります。 

 （３）についてお答えします。今回の協定書締結に

当たり、町では住民環境課窓口で転入手続を行う方へ、

新たに作成した自治会加入促進チラシを配布すること、

本町のホームページに自治会紹介ページの制作を行う

ことです。 

 （４）についてお答えします。今回、協定書締結の

経緯としましては、区長会の場で「自治会加入促進」

を議題として１年間協議を行った結果、区長会から協

定書締結の提案があり６団体による締結となりました。

協議の中で、自治会加入案内や広報等は外部団体に協

力依頼ができますが、自治会の活動方法等の見直しや

自治会の必要性を周知していくことは、自治会自らで

実施する必要性があり、今後も区長会の場で検討して

いくことといたします。そのため、プロジェクトチー

ム設置ではなく区長会の場で検討してまいります。以

上です。 

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。 

○７番 大城 勝君 答弁どうもありがとうございま

した。それでは問い１から順に、私の意見や再質問な

どをさせていただきたいと思います。私は以前、もう

五、六年前でしょうか。翔南小学校の学校評議員を２

期４年間務めました。そのことから、私は学校現場と

地域が連携して子供を守ることの必要性を強く感じま

した。まず、先ほどの問い１の（１）の質問で、本町

小中学校の教育現場においては、自分たちの住む自治
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区について学ぶ授業があるかと問いました。子供たち

は日常行動の中で地域との接点が多いです。それゆえ

に、地域社会が子供たちを育てるという表現もありま

す。夏休みなどになると綱引き、盆踊りなど、地域で

の活動に参加する機会も増えます。夏休みのラジオ体

操への参加は６時30分という早朝の時間帯に同一場所

に集まるというように、そこでは集団行動の在り方を

学びます。このような地域と子供たちとの間で行われ

る事柄が、小学校の早い時期から学校の授業や地域の

中でもその内容が提供されているかとの質問でした。

ありがとうございました。字名や人口、区長名につい

ては学習していないとの答弁でした。次に（２）町内

の自治区の長が学校現場へ出向き、各自治区の紹介授

業ができるような体制が取れないかと問いました。地

域共同の授業内容については、多くは学校現場の先生

が教えると思いますが、そこに日頃から地域を熟知し

ておられる区長、自治会長などの方も、こうあってみ

てはどうかということです。地域の自治会長や区長が

学校現場に出向き、地域の様子を子供たちの前で、生

の声で語ることは大事であると私は思います。区長や

自治会長自身が学校に出向き、地域の子供たちに面と

向かい話をすることは、子供たちの気持ちの中に地域

への愛着も強まり、区長や地域の人たちを信頼し、尊

敬の念も高まるはずです。それが地域を思うことへと

つながると思うのです。小中学校の生徒たちに、自治

区の名称、人口などの簡単な内容紹介でもいいと思う

のです。ここで大切なことは、子供たちが自分たちの

暮らす自治体は、区長、自治会長の統制のもとに成り

立つ共同体だと感じ取ることに意義があると私は思っ

ています。生徒たちは、小さいときから地域社会の中

において、自治区の一員であることの自覚ができ、さ

らに地域の人たちと接する機会が増えると、その家族

もまた地域、自治区の一員となることを受け入れやす

くなるはずです。自治区への関心を高めるという観点

から述べましたが、いかがでしょうか。教育行政の立

場からのご見解をお聞かせください。 

○議長 玉城 勇君 教育部長。 

○教育部長 金城郡浩君 学校教育の中の学習内容と

しては、字名、人口とか区長の名前を学習内容として

やっていることはないと答弁しましたけれども、別の

観点で、以前にも、区長さんたちもそうですがＰＴＡ

も含めて、学校のほうでは各自治会、字の行事とか、

そういうものにはどんどん参加しなさいと促していま

す。そういうところで、自治区の大人の背中を見なが

らいろいろなものを覚える。また、生涯学習文化課の

ほうでは、まち歩きをやってみたり、いろいろなイベ

ントをやっています。その中で、その自治区がどうい

う範囲のものであるかとか、字の人口であるとか、そ

ういったものに触れるという形で、そういった学習等

を実感として体験していただくということは、実際やっ

てございます。 

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。 

○７番 大城 勝君 どうもありがとうございました。

子供たちにとっては、やはり自治区周辺のことを知る

ということは非常に大事なことだと思います。今のよ

うに身近なものとして。どうもありがとうございまし

た。次に行きます。 

 問い２．コロナワクチンＰＴについて。（１）でコロ

ナワクチンＰＴとは何かと問いました。答弁は、新型

コロナウイルスのワクチン接種事業を円滑にするため

に設置されたプロジェクトチームであるとの答弁をい

ただきました。次に（２）本町でのコロナワクチン接

種事業の円滑な推移を願うが、今後のコロナワクチン

ＰＴの存続はいつまでかと問いました。答弁は、ワク

チン接種事業の終了までとの答弁でした。終了の見込

みがいつか聞きたくなりますが、見通しが立てられな

いと思います。特に南風原町の高齢者に関してはどう

でしょうか。先ほど、同僚議員からの質問でもありま

したけれども、７月頃が高齢者のワクチンが終わると

いうことでしたけれども、その辺、もうちょっと詳し

くお知らせください。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 大城 勝議員のご質

問にお答えします。65歳以上の高齢者につきましては、

７月末の完了に向けて取り組んでいるところでござい

ます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。 

○７番 大城 勝君 ７月完了予定ですね。私も７月

31日にやります。完了予定の日になるんですね。ワク

チン接種はこれからが本格的であり、ＰＴ、プロジェ

クトチームの果たす役割は大きいと見ます。次に（３）

の今回のコロナワクチン接種事業におけるプロジェク

トチーム設置をどのように評価するかと問いました。

答弁は、チーム設置については妥当であったとの評価

をしているとの答弁でした。５月下旬に、沖縄本島に

住む私の知人、友人、65歳以上のワクチン接種を希望

している20人ほどに、スマホのＬＩＮＥで各自治体の

接種事業状況を聞いてみました。そこから知り得たこ

とは、今回のワクチン接種事業は、各自治体により取

組状況が大分違う、いろいろとあるということでした。

さて、本町ではどうかということです。そこでプロジェ

クトチームの果たす役目がどうなのかと問われるわけ
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ですけれども、今回、私の質問した意味は、ワクチン

接種事業はプロジェクトチームを設置せねばならぬほ

どの大きな事業と捉えているかということです。答弁

は、そのように理解をしてよろしいでしょうか。つま

り、ワクチンプロジェクトチームは、その必要性が高

いというとの認識であるとの理解でよいか。再度答弁

ください。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 議員の認識と同じで

あります。重要です。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。 

○７番 大城 勝君 今後、大きな事業を行うときは、

このコロナワクチン接種事業のように、プロジェクト

チームの設置体制を取るやり方にヒントがないかと考

えるところです。今実際に、この数か月、ワクチン接

種事業の前面で、プロジェクトチームで対応されてい

る部署の生の声をお聞かせくださいませんか。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 お答えします。プロジェク

トチームにつきましては、専任の職員を４人、そして

兼任の職員、行政職８名、保健職７名、合計19名体制

でチームを組んで取り組んでおります。それだけ、平

時をはるかに超える業務量があるということを、まず

ご理解ください。そして、それとは別に、接種の日に

は委託や人材派遣等、そういった方々の協力の下、南

部地区医師会をはじめ、50人以上、日によっては60人

近くという形での接種でございます。これに加えてこ

のプロジェクトチームについては、ワクチンの管理、

それから個別接種への対応での医療機関との調整、そ

して町内高齢者施設とのやり取り等、そしてまた今後

に向けての64歳以下の方々への接種の調整等、相当量

の業務がございます。ここはしっかり、この事業は市

町村が実施主体となりますので、本町、全庁体制で各

課からの動員等も受けながら現在進めているところで、

しっかりこの予防接種事業を完遂し、取り組んでいき

たいと考えています。 

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。 

○７番 大城 勝君 どうもありがとうございました。

頑張ってくださいとしか言えないですが、頑張ってく

ださい。次に行きます。 

 問い３．自治会加入促進についてですが、（１）で町

行政は各自治会への町民の加入促進に関する協定を６

団体と結んだ。その６団体の協定事項は何かと問いま

した。その答弁の中で、南風原町行政は自治会加入促

進チラシの配布等、情報提供について必要な支援を行

うでした。次に（２）で現在の自治会加入率は幾らか、

それに目標数値は幾らかと問いました。答弁は、40％

の加入率と見ており、目標数値については区長会にお

いて検討していくということでした。私が聞いた区長

さんの中では、60％ぐらいを目標にしたいと述べてお

られました。ところで（３）で質問しましたように、

今回の協定を実効性の高いものにするためには、本町

行政の果たす役割は重要であると考えるわけですが、

そこでどのような対応をするかです。協定書の本町へ

の役割分担は、加入促進に関する情報の提供及び配布

など、必要な支援を行うとあります。本町の行える必

要な支援とはどのような支援かと問いましたが、答弁

も協定書にあるような範囲の内容であると理解します。

次に行きます。（４）で加入促進に関する情報の提供及

び配布などの必要な支援体制であれば、従来の部署対

応で可能だと思いますが、現状の自治会加入率の40％

の落ち込みは、大きな対策を講じる必要があると私は

考えます。加入促進活動のより一層の充実を図るため

に、プロジェクトチームを設置できないかと問いまし

た。プロジェクトチームについては、先ほど質問の２

のコロナワクチンＰＴとは何かで取り上げましたよう

に、その必要度が高いときの設置であることから、こ

の自治会加入の件におきましても、今の南風原町にお

いては、私は重要事項だと思います。ところで私は、

区長会という組織を評価しています。どの区長、自治

会長の皆さんも、それぞれの自治区の住民のために頑

張ってくださり、活動的で強力な組織体であるとの思

いです。区長会は月に２回ほど開かれると聞きますが、

まさにこの区長会が、自治会加入促進活動のためのプ

ロジェクトチームに向いていると私は思います。例え

ば、プロジェクトチーム区長会と名づけてみましょう。

本町行政の大きな役割といえば、このプロジェクトチー

ム区長会が活動しやすいように、人的、財政的にも支

援することだと私は思います。今のままでいくと地域

自治会組織の崩壊にもなりかねません。地域自治会組

織の崩壊を止めるのは町行政だと、私の考えです。そ

れには、区長会という組織体をいかに有効活用できる

かにあると思います。地域に入っていく住民にとって

は、その地域一員となる魅力を感じなければ、コミュ

ニティに加わるわけはありません。町行政は、区長会

を活用してどんな手立てでも、その地域の魅力を引き

出せるのか、解決策を見出す場をつくれます。地域は

地域で考えなさいではうまくいきません。大いに区長

会でディスカッションしてもらい、すばらしい策を見

出すようオーガナイズしていくのが、町行政の役割だ

と私は考えます。実際に、区長会と実務をこなす総務

部のお声を聞かせてください。 
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○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。議員の質問

にあったとおり、毎月２回の区長会を開催しておりま

す。その中で、各自治会からのいろいろな課題等があ

りまして、そういう課題をこの区長会の中で、ベテラ

ンの区長もいらっしゃいますので、そういったアドバ

イスなり、方向性ですね。今回、協定のほうが区長会

のほうから町のほうに提案がございました。区長会と

いいますか、自治会というのは、やはり私たち南風原

町の基礎であると、重要な役割を果たしている存在だ

と認識しております。今回また区長会のほうから、こ

の協定の提案があったことについては、町としてもう

れしくといいますか、本当に頼もしく思っているとこ

ろであります。その提案のほうも、区長さん方が、加

入率の低下が懸念されるというところからの提案でご

ざいました。私たちもこの協定の中である町の役割の

部分、しっかり役割を果たして、この加入率の低下を

どうにか抑えていけるような形で支援していければと

考えております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。 

○７番 大城 勝君 どうもありがとうございました。

今回の自治会加入促進については、行政がどれほど本

腰を入れ取りかかれるかを述べました。南風原町は今、

変わろうとしています。地域社会の基礎となる各区、

字の自治会を活気あるものに育てなければなりません。

そこに住む一人一人が、地域での大切な役割を担って

生活しているという自覚を持ち得るコミュニティにし

たいものです。活気ある南風原町にするために、協定

書を結ぶまでに至った町長の意気込み、思いを、いま

一度お聞かせくださいませんか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 それでは大城 勝議員の自治会

加入促進に関するご質問にお答えいたします。基本的

に、先ほど総務課長から答弁がございましたように、

南風原町にとっては大事な自治会組織だと考えており

ますので、答弁のとおり、今後も町といたしましても

重点的に関わっていきたいと考えております。一般論

でございますけれども、自治会に関しまして、地域の

皆さんの福祉の向上とか、あるいは親睦とか、そういっ

たものを図るために地域の皆さん自ら活動する任意団

体という捉え方ができるかと思いますけれども、あく

までもこれは私見でございますけれども、私くらいの

年齢になりますと、もう物心ついたときから字の一員

でございまして、いろいろな字の活動に参加したわけ

でございます。そういうことから考えますと、私に言

わせれば、字イコール文化だと思っておりますので、

これからも大事にしなくてはいけないだろうという認

識でございます。総務課長からございましたように、

行政として連携できる部分に関しましてはしっかりと

連携をして、その自治会の加入促進を図ってまいりた

いと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

以上です。 

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。 

○７番 大城 勝君 町長、ありがとうございました。

これで私の一般質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後２時00分） 

再開（午後２時12分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 通告書のとおり順次発言を許します。５番 金城憲

治議員。 

 

〔金城憲治議員 登壇〕 

 

○５番 金城憲治君 それでは午後、本日最後の質問

をさせていただきたいと思います。今日は私も雰囲気

を変えて、いつもは眼鏡で来るのですが、今日はコン

タクトレンズで、皆さんがよく見えるようにイメージ

を変えてみました。いかがでしょうか。それでは通告

書のとおり質問させていただきたいと思います。 

 大問１．本町の災害時対策について。（１）コロナ禍

における、本町の避難所対策について伺います。（２）

「石油貯蔵施設立地対策等交付金」を活用して購入し

た、地域住民への避難救助誘導活動で使用する車両は、

どのような活用方法を想定しているか伺います。（３）

本町の自主防災組織はどの程度あるか伺います。以上

です。よろしくお願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 質問事項１点目の本町の災害

時対策について。（１）についてお答えします。内閣府

の「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所

開設・運営訓練ガイドライン」に沿って、本町の避難

所運営に即した対応を行ってまいります。実際に昨年

度の台風襲来時に、受付での検温や手指消毒の実施、

複数の部屋を避難スペースとして開設、仕切りの設置、

体調不良者と健康な方のトイレを分ける等の対策を

行っております。また、避難所閉鎖後は消毒作業を行

い、施設の通常利用が可能な状態を保ちました。今後

も引き続き、新しい生活様式に対応した避難所運営に

努めてまいります。 

 （２）についてお答えします。車両の活用について
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は、災害時の避難誘導に伴う交通規制及び避難所の運

営等に必要な資機材を搬送することを想定しておりま

す。 

 （３）についてお答えします。自主防災組織数は４

団体となります。以上であります。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 答弁ありがとうございます。そ

れでは再質問をさせていただきたいと思います。議長、

休憩をお願いします。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後２時15分） 

再開（午後２時15分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。５番 金城憲治議

員。 

○５番 金城憲治君 それでは改めて再質問をさせて

いただきたいと思います。（１）についてであります。

私も内閣府の新型コロナウイルス感染症対策に対して

は、避難所の開設、設営については確認いたしました。

すごく細かく内容も示されており、３密にすごく配慮

した対策がしっかり行われているような、マニュアル

ですか、ガイドラインになっていました。本町におい

ても、そういったことで去年の台風のときには、そう

いったものを活用して、ガイドラインに沿って避難所

の設営に当たられたということですので、すごく安心

しております。それについて、この避難所の収容人数

というのは何名ほどになるのでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。避難所の収

容人数の計算の仕方としましては、町は県のほうに準

じて、１人当たり大体２平米という形で計算しており

ます。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 これは通常、コロナではないと

きの計算で２平米ということでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 議員おっしゃるとおりです。

現在ですと、やはり仕切りがあるかないかにもよると

思うのですが、やはり２分の１、３分の１程度に人数

は減っていくかと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 例えば、ちむぐくる館の避難所

において、通常であれば何名ほど収容できるけれども、

コロナ禍においては人数の受入れは約何名になります

という形のものはありますでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。先ほど答弁

しました２平米であると1,100名ですが、今計画してい

るのは600名受入れ可能だということで計画しておりま

す。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 それでは、このコロナ禍におい

て、例えばワクチンを接種された方、もしくは未接種

の方に避難所の受入れ方について、何かしら違いとか

はございますでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。今回、ワク

チンを接種している、していないについては、分けて

はおりません。通常、体調の悪い方とかそういった分

け方、部屋を分けるとかそういう対応をしております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。ワクチ

ン接種、未接種で分けてはいないということですけれ

ども、例えば、自宅療養者または濃厚接触者という場

合はいかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。どうしても

町が設置した避難所にとなった場合は、やはりそれな

りの対応、一時的にでも避難の対応をする必要がある

と思います。ただしかし、消防とか……、今、宿泊施

設等、ホテル等ございますので、やはりそちらのほう

を利用していただくと。県が準備した療養所を利用し

ていただくということで考えております 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。やはり

本町においても、場合によってはいつ災害等に見舞わ

れるか分かりませんので、場合によっては、自宅で療

養されている方、もしくは濃厚接触者の方が避難を余

儀なくされるということも想定されるかと思います。

そういうときについて、やはり別にするであるとか、

今おっしゃったホテル等の利用とか、そういったもの

も本町のほうで想定して対策を継続していただけたら

と思っています。それでは、避難所で一時避難所、広

域避難所、収容避難とありますけれども、その違いと

はどういうものでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。まず一

時避難所については、大規模災害時に危険性を回避す

るために一時的に避難する場所、本町では各自治会公

民館等が全ての一時避難所として指定しております。

また、広域避難所につきましては、大規模災害の発生

時に危険性を回避するために一時的に避難する場所で、

公園やグラウンド、各学校の運動場が広域避難所となっ
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ております。収容避難所は災害発生時に、危険性があ

る際に一時的に滞在できる避難所を収容避難所として

指定しております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。実際、

一時避難所、広域避難所、収容避難所、本町には何か

所指定されているのでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。一時避

難所につきましては40か所、広域避難所が12か所、収

容避難所が13か所となっております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。一時避

難所で一時的に避難されるというところで、各自治会

の公民館であるとか集落センター、そういったものが

避難所に指定されていますけれども、仮に、台風とか

そういうときに、災害避難指示が出た場合には、こう

いった一時避難所である公民館、地域の方は近くに避

難したほうがより安全かと思っているのですが、そう

いった公民館とかを活用するということが可能という

ことで考えてよろしいのでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。町とし

ましては、まず台風時とかの場合にはちむぐくる館を

避難所として開設しております。ですから、そういっ

た際、まずはちむぐくる館、そういった指定された所

に避難していただく流れになるかと思います。議員が

おっしゃっていたように、各自治会で、日頃から、そ

ういった収容できるとかその準備ができているという

ところがあれば対応可能だとは思うのですが、現在、

今のところは自治会で台風時に受入れできるというと

ころの情報といいますか、そういう対応をしていると

ころはまだないと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 本町としてはちむぐくる館にい

ろいろな備蓄であるとか、そういったものが用意され

ているのでというところだと思います。分かりました。

ありがとうございます。この一時避難所についてです

けれども、一時避難所は、例えばＡＥＤとかそういっ

たものは設置されているのでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 40か所の避難所について、

全て把握していないのですが、今回、先ほど各自治会

というところがあったので、自治会に関しては20の自

治会のうち８団体がＡＥＤを設置している状況となっ

ております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 以前、本町から支給という形で

各自治体に、公民館とかに設置されたかと思うのです

が、それからバッテリーの有効期限であるとか、そう

いった関係で継続できなかったりとか、そういったこ

とがあるということで考えてよろしいでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 議員ご質問のとおりでござ

います。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 やはり一時避難所というところ

で指定されているということですので、ＡＥＤがある

ことによって助かる命というのがあるかと思います。

やはり避難所にしている以上、そういった身近なとこ

ろにＡＥＤというのは、できれば公共の力で常時設置

されているようなことを希望したいと思っています。

もしくは、どうしても自治会によっては、自分たちの

力で設置することもできるかもしれません。場合によっ

ては厳しいところもあるかもしれません。そういった

部分については、何かしら、ＡＥＤの設置の継続のた

めに、ちょっとした補助金、２分の１とか６分の１と

か、できれば補助金なり、そういったものを出せるよ

うな仕組みを検討していただけたらと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。先ほど

の収容人数の件も関係してきますけれども、コロナ禍

の中、やはり数を増やしていかなければいけないとい

う対策も、今後考えていかなければいけないと考えて

おります。その中で、一時避難所の自治会というのは

特に重要な位置づけになるものだと思います。ですか

ら、今議員がおっしゃるように、ＡＥＤにつきまして

は以前、バッテリー等、パッド等の継続でこういう状

況になっておりますが、今後、先ほど議員がおっしゃっ

たように、補助とか、また自治会の自治会長とか、自

治会の要望、ご意見も聞きながら設置補助に向けて検

討させていただきたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。ぜひ前

向きに検討していただけたらと思います。それでは、

避難行動において、例えば制約を受けやすい高齢者で

あるとか障がい者、もしくは病弱者とか、乳幼児、妊

婦、外国人、もしくは観光客などの災害時要配慮者と

言われている方々は、本町でどれぐらいいらっしゃる

のか、把握はされていますでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 
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休憩（午後２時27分） 

再開（午後２時28分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。民生部長。 

○民生部長 知念 功君 お答えします。災害時要配

慮者の行動支援計画を策定してあります。それに基づ

いて、今度は個別計画を策定していくのですが、まだ

この個別計画については一人一人の状況がありますの

で、まずは医療的ケア児からとか、そういった形で進

めてはいますが、まだまだこの進捗は、数は限られた

部分でございます。要援護者という部分で、全体的に

見ますと、一人暮らしの高齢者、それから高齢者のみ

の世帯、障がいを持っている方とありますので、全体

的な数については、ざっくりと65歳以上の一人暮らし

となっていきますので、そういう捉え方をしています。

ただ、先ほど申し上げた個別計画、ここをしっかり整

えていかないと、実際、大規模な災害が起きたときに

どのようにつなげていくという部分が行き届きません

ので、引き続き個別計画を、それぞれに合った支援に

なるような形で整えていきたいと考えています。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。やはり

災害時要配慮者の方々が、避難を余儀なくされたとき

にどのように避難をしていくのか、どういった経路で

避難をさせていくのか、そういったことがすごく重要

だと思います。本町におかれましても、個別での対応

策を策定しているという段階ですので、継続でそのま

ま引き続きお願いしたいと希望したいと思います。そ

れでは（２）の車両活用方法についてお聞きしたいの

ですが、例えば、災害時の避難誘導に伴う交通規制と

か、あとは避難所の運営に必要な資器材を搬送するこ

とを想定しているということですけれども、車は実際

何台ほど確保しているのでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。今回、この

事業で購入したのが、軽貨物型が２台、軽トラック１

台、計３台となっております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。軽トラッ

クが１台と軽貨物車が２台ということですが、もし仮

に、身近な台風とかが過ぎた後で、台風によるごみと

か、そういったものを片づけるために町民が借用する

とか、そういったことは可能でしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。この３台の

車両につきましては、あくまでも緊急時のために配置

した車両でございますので、そういった地域への貸出

しについては、行うことは厳しいと考えております。

ただ、現在町のほうにピックアップ車が３台ありまし

て、各自治会の清掃等、ＰＴＡとかの作業にも貸出し

しておりますので、ぜひそちらのほうを活用していた

だければと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 今の答弁を聞いて安心いたしま

した。やはり緊急車ですので、いつ何どき、緊急が行

われるか分かりません。実際、災害が過ぎた後でもま

た災害が来ると。何が起こるか分からないのが災害で

すので、やはり緊急車両というのは常時、いつでも動

かせるという形の体制ができているのがすごくいいか

なと私も思っています。それでは（３）の自主防災組

織について確認していきます。現在、自主防災組織は

本町において４団体となっております。この４団体は

どちらの自治会、もしくは企業で組織されているので

しょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。４団体につ

きましては、平成29年に第２団地が結成しまして、平

成30年に３団体、東新川、北丘ハイツ、兼本ハイツが

結成されて、計４団体となっております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 この４団体、自主防災組織を組

織されているのですが、どのような活動をされている

かはご存じでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。活動の例と

しましては、大規模災害を想定した避難誘導、また区

民の安全確認と避難所の運営についての訓練等です。

防災資材の管理とか、自治会においては要支援者の確

認というのも自主防災組織の中での活動の一つとなっ

ております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。今、大

規模災害等を想定した避難訓練であるとか、要支援者、

そういった形の活動を訓練されているということです

けれども、本町と連携しての訓練ということでよろし

いでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 各自治会の訓練に関しては、

担当のほうからいろいろ資料等の提供を行うなどの支

援を行っている状況にあります。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 この４団体については、これま

でに、もし災害避難活動において、何かしら、実際の
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成果とかそういったのがおありであれば、ちょっとし

た事例もあればお聞きしたいのですが、よろしいでしょ

うか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。実際の災害

についての実績に関しては把握しておりません。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。この自

主防災組織ですけれども、本町は自主防災組織にどの

ような期待を望んでいるかお聞きしたいのですが、よ

ろしいでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。やはり行政

側での防災に対する細かいところまでの支援というの

は限界がございます。各地域においてのいち早い防災

に対しての対応は、１分１秒、早ければ早いほど助か

る可能性も高いということもございますので、やはり

各自治会が、誰が中心となってどういった役割を担う

というのが、地域でしっかり役割分担ができていれば

万が一に備えての行動が早くなると思われます。先ほ

ど話したとおり、一時避難所での、町が指定した避難

所に行けない状況になったときでも、各自治会がそれ

に対応できる状況であれば、そういった余計な移動で

危険にさらされないということもありますので、やは

り各自治会において、自主防災組織を結成していただ

きたいというのが思いでございます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。まさし

く課長がおっしゃるとおり、自主防災組織というのは

役割がすごく期待されているのかなと思っています。

ただ本町においては、先ほど申し上げられましたよう

に、平成29年、平成31年に４団体の防災組織が成立し

ていますけれども、それからなかなか、防災組織が、

各自治会で組織されていない、増加していない、そう

いった原因といいますか、どのように考えておられま

すでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。うちの

区長会担当のほうもそうですが、防災担当のほうで、

区長会のほうにいろいろ、自主防災組織の結成の流れ、

そういった部分とかもいろいろご説明をさせていただ

いたりとか、働きかけをしているのですが、まだ私た

ちの働きかけが弱いのか、なかなか増えない状況にあ

りますので、やはり区長会の区長さん方が地域の中心

になっておりますので、区長さん方の理解を得て、一

歩踏み出していただくような行動をしていただけるよ

うに、私たちも声をかけていきたいと、働きかけてい

きたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 私が住んでいる地域、喜屋武で

も、恐らく二、三年前、本町の担当がいらっしゃって、

防災組織の立ち上げのレクチャーといいますか、そう

いったものを一度受けた覚えがあります。ただそれは、

受けて終わって、次のステップといいますか、やはり

地域住民は次のステップにどうやって進んだらいいの

か分からない、そういったこともあるかもしれません。

そういった部分でいくと、行政の支援とか、そういっ

たのはすごく重要ではないかと考えています。よく大

規模災害で「７・２・１」という数字がありますけれ

ども、ご存じでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 すみません、把握しており

ません。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 よく大規模災害で、７という数

字は自助です。２という数字が共助です。１が公助だ

とよく言われています。大規模災害が起きたときに、

一番初めにまず自分の命は自分で守ることが先決です。

公助に頼るということはすごく、大規模災害時におい

ては、公助の力というのは、災害が終わった後に公助

の力が入ってくると言われています。やはり一番身近

なところで自助、その次に共助、そういった観点から

しても、やはり自主防災組織はすごく大事ではないか

と思っています。今おっしゃったように、先ほどの質

問でもありましたが、要支援者とか、そういった方た

ちも、地域の自主防災組織、そういった方たちと連携

することによってスムーズに避難、そういった移動手

段、どこにこういった方がいらっしゃるとか、そういっ

たことも把握できるかもしれません。やはりこういっ

た自主防災組織、先ほども質問であったのですが、防

災無線の故障によって、避難指示が出ているけれども、

その地域には防災無線でできなかったとなった場合、

仮に自主防災組織がいたならば、そこで本町と連携し

ていれば、何かあったときはその自主防災組織に連絡

してそこから伝達していく、そういったことも可能で

はないかと考えます。自主防災組織は、今からの時代、

自助というところがすごく大事ではないかと私は考え

ています。やはり自分たちのことは、自分たちである

程度守る、最後に公助に頼る。災害が過ぎた後、私た

ちの生活とかそういったものを正常に戻すために、ど

うしても公助の力が必要になってきます。災害が起き

たときにまず守るべきものは自分たち、自助だと。そ
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の次に共助、皆さんで助け合って、周りの困っている

方々を共助していく、そういったことがすごく重要で

はないかと思っています。本町においても、組織とし

てはまだまだ４団体ではあるのですが、今後、先ほど

おっしゃっていただいたように、もっと浸透させてい

きたいと検討しているということでしたので、ぜひお

願いしたいと思います。その際に、もし自主防災組織

の立ち上げまで、本町のほうで何かしらの支援、そう

いったことを希望したいと思いますし、あとは、例え

ば本町で置く、図上での避難訓練であるとか、そういっ

た場合にも自主防災組織の、例えば班長であるとか、

組織長、そういった方たちも呼んで一緒にやることに

よって、公助はこういう動きができるんだなとか、そ

ういったものを把握することによって、動く範囲とか

行動、判断力、そういったものがすごく変わってくる

のではないかと思っています。ですから、自主防災組

織の育成補助金とか、あとはもし自主防災組織が各自

治会にできたときには、この自主防災組織連絡会とか、

そういったものを設置して、日頃から災害に備えた力

強い南風原町、自主防災組織が力強い南風原町をぜひ

つくっていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。自主防

災組織の結成に向けての支援ですけれども、何か分か

らない点、どういった取組が必要なのか、規則なり、

そういった作成するものがあるのかとか、お困りの点

があれば、いつでも相談していただいて、しっかり支

援させていただきたいと考えております。議員がおっ

しゃるように、そういった組織ができ上がってきた際

には、プロの目といいますか、東部消防とか、訓練す

る際には、町としてはいろいろ連携してやります。で

すから、その訓練の中にも地域も取り込んだ訓練をし

て、ある程度町全体で防災に対する対応ができるよう

に、考えていきたいと思っております。あと、補助金

については今後検討させていただきたいと思います。

以上です。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 前向きな答弁ありがとうござい

ます。ぜひ防災に強い南風原町を目指して、一緒に頑

張っていきたいと思います。以上です。ありがとうご

ざいました。 

○議長 玉城 勇君 以上で本日の日程は、全部終了

しました。本日は、これにて散会します。お疲れさま

でした。 

 

散会（午後２時52分） 
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